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１ 開  会 

 

 

 

２ 委嘱状交付 

 

 

３ あいさつ          

 

 

４ 議  題 

 

（１）第７期高齢者あんしんプランの事業評価について（資料１） 

 

 

５ 報  告 

 

（１）第８期高齢者あんしんプランについて（資料２） 

 

（２）令和２年度要介護認定者数等の推移について（資料３） 

 

（３）令和２年度介護サービス事業所の指定状況について（資料４） 

 

（４）令和２年度介護給付費実績見込みについて（資料５） 

 

 

６ そ の 他 

 

 

７ 閉  会 



R3.7.29 資料1

第1回 介護保険運営協議会

（令和３年７月２９日開催）

高崎市高齢者あんしんプラン
（高崎市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画）

事業評価（案）

令和３年度

第１回高崎市介護保険運営協議会



【基本方針】Ⅰ　誰もが安心して暮らせる地域社会の推進

施策１ 相談・支援体制の整備

(1)高齢者あんしんセンターの機能強化

1 ①地域に出向き高齢者に寄り添う高齢者あんしんセンター

2 ②地域ケア会議の推進

3 ③課題把握機能の強化

(2)権利擁護等の取り組みの充実

4 ①権利擁護相談・支援の充実

5 ②成年後見制度の利用促進

6 ③消費者被害・特殊詐欺被害防止の推進

7 ④高齢者虐待防止への取り組み

施策２ 在宅生活への支援

(1)在宅医療・介護連携の推進

8 ①地域の在宅医療・介護連携の実態把握、課題の検討、施策立案

9 ②地域の関係者との関係構築、人材育成

10 ③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進

11 ④医療・介護関係者の情報共有の支援

12 ⑤医療・介護関係者に関する相談支援

13 ⑥地域住民への普及啓発

(2)日常生活の支援

14 ①在宅福祉サービス

15 ②買い物困難者等への支援

施策３ 安心して暮らせる環境の整備

(1)「我が事・丸ごと」の地域づくりの推進

16 ①社会福祉協議会活動との連携

17 ②民生委員との連携

18 ③世代間交流の推進

(2)ひとり暮らし高齢者等への支援

19 ①高齢者の社会参加促進への取り組み

20 ②孤独死ゼロを目指す取り組み

21 ③災害時に備えた支援体制づくりの推進

評価項目一覧

【基本理念】　～いつまでも安心して暮らせるまち　高崎～



(3)高齢者の住まいの確保と住環境の整備

22 ①市営住宅の高齢者対応

23 ②老人福祉施設等の確保

24 ③サービス付き高齢者向け住宅の適正な普及

25 ④質の高い有料老人ホームの確保

26 ⑤高齢者住宅のバリアフリー化

27 ⑥高齢者にやさしいまちづくりの推進

(4)公共交通の整備、交通安全対策の推進

28 ①交通手段の確保

29 ②交通安全対策の推進

施策４ 社会参加体制の整備

(1)地域での支え合いの仕組みづくり

30 ①協議体の設置

31 ②地域支え合いサポーターの養成

(2)いきがいと健康づくりの支援

32 ①ボランティア情報の提供

33 ②高齢者の就労への支援

34 ③長寿センターの多面的活用

35 ④生涯学習・文化・スポーツ活動の支援

36 ⑤長寿会活動への支援

37 ⑥高齢者サロンへの支援

38 ⑦長寿を祝う取り組み

施策５ 介護予防の推進

(1)介護予防・生活支援サービス事業の充実

39 ①訪問型・通所型サービス等

40 ②介護予防ケアマネジメント

41 ③サービス単価・利用者負担額の設定

(2)一般介護予防事業の推進

42 ①介護予防把握事業

43 ②介護予防普及啓発事業

44 ③地域介護予防活動支援事業

45 ④一般介護予防事業評価事業

46 ⑤地域リハビリテーション活動支援事業



【基本方針】Ⅱ　認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進

施策１ 認知症施策の推進

(1)認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

47 ①認知症の人の視点にたった普及・啓発

48 ②認知症サポーターの養成

49 ③学校における教育

(2)認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

50 ①早期診断・早期対応のための体制整備

51 ②行動・心理症状（BPSD）や身体合併症への適切な対応

52 ③認知症の人の生活を支える介護の提供

53 ④人生の最終段階を支える医療・介護等の連携

54 ⑤医療・介護等の有機的な連携の推進

(3)若年性認知症施策の強化

55 ①若年性認知症の人やその家族への支援

(4)認知症の人の介護者への支援

56 ①生活と介護の両立を支援する取り組み

(5)認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

57 ①生活の支援（ソフト面）

58 ②生活しやすい環境（ハード面）の整備

59 ③就労・社会参加支援

60 ④安全確保

(6)認知症の予防法等の研究開発及びその成果の普及の推進

61 ①ソフト面での関係機関との協力

(7)認知症の人やその家族の視点の重視

62 ①認知症の人の視点にたった取り組み



【基本方針】Ⅲ　制度の持続可能性を考慮した質の高い介護サービスの推進

施策１ 介護サービスの充実強化

(1)介護サービスの質の向上

63 ①運営推進会議への取り組み

64 ②ケアマネジャーの質の向上

65 ③介護職員の人材確保

(2)事業者支援・指導体制の充実

66 ①介護サービス事業所の指定

67 ②介護サービス事業者等への指導監査

(3)介護サービス利用者・介護者への支援

68 ①低所得者等への支援

69 ②短期入所サービス費助成金の支給

70 ③介護者支援の充実

施策２ 介護給付費の適正化

(1)広報・情報提供の充実

71 ①制度に関する広報活動の充実

72 ②介護サービスに関する情報の提供

(2)介護給付の適正化の充実強化

73 ①要介護認定の適正化

74 ②ケアプランの点検強化

75 ③給付の適正化

施策３ 特別養護老人ホーム等の施設整備

(1)特別養護老人ホーム等の施設整備計画

76 ①介護保険３施設

77 ②認知症高齢者グループホーム

78 ③特定施設

79 ④介護医療院の整備

80 ⑤重度者における施設入所の推進



ウ） オ） カ） キ）

ア）　左の数字から、高齢者あんしんプランに掲載している80項目の＜No＞・

　　　高齢者あんしんプランの掲載＜ページ＞・○番号は＜項目＞。

エ）　平成３０年度、令和元年度の評価です。事業担当課による各事業に対する評価です。（記入済み）

オ）　令和２年度の事業実施内容についての評価：次のＡ～Ｄを記入。・・・（事業担当課による自己評価）

Ａ　：　計画どおり進めている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｂ　：　計画に沿って進めているが、多少課題がある。

Ｃ　：　計画どおり事業を進めているが、課題が多く事業を進めることが困難な状況である。

Ｄ　：　未着手・未実施

カ）　平成３０～令和２年度（３ヶ年）の総合評価・・・（事業担当課による自己評価）

Ａ　：　計画どおり進めている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｂ　：　計画に沿って進めているが、多少課題がある。

Ｃ　：　計画どおり事業を進めているが、課題が多く事業を進めることが困難な状況である。

Ｄ　：　未着手・未実施

評価Ｂ・Ｃの場合は事業の課題を、Ｄの場合は未着手・未実施となっている理由をご記入ください。

ク）　第７期計画における事業の総括・・・（事業担当課記入）

評価

（R2）
第７期計画における事業の総括
（次年度における取り組みなど）

　

イ）　高齢者あんしんプランに掲載されている項目の３年間の目標。

キ）　オ）欄の評価とした具体的な理由（事業を推進するうえでの課題や未実施の理由等）・・・（事業担当課記入）

ウ）　令和２年度に上記イ）の目標を達成するために実施した事業の内容や実績値等。・・・（事業担当課記入）

『高崎市高齢者あんしんプラン』事業評価シート　項目説明及び記入事項

ア） イ）

No ページ 項目名 項目の目標
R２ 年度事業

実施内容・実績
R２年度事業

評価コメント（課題等）
総合
評価

エ） ク）

評価
（H30）

評価
（R1）



地域包括支援
担当

1 34
①地域に出向き高齢者に寄
り添う高齢者あんしんセン
ター

・高齢者あんしんセンター（以下「あんしんセンター」という）の積
極的な訪問活動及び関係諸機関との連携を強化。
・あんしんセンター間、市との連携を強化のための仕組みづく
り。
・あんしんセンターの活動に対する定期的な点検・評価。
・あんしんセンターの活動内容等についての周知徹底。

・「待つ福祉から出向く福祉」を合言葉にあんしん
センターにおいて訪問活動を実施。（相談件数：
51,112件うち訪問件数10,750件）
・あんしんセンター全体会議を定期的に実施し、
市とあんしんセンターの情報共有を図った。
・広報高崎への掲載及び「高齢者あんしんセン
ターたより」の定期的な発行による周知を実施。

Ｂ Ａ Ａ Ａ

全国統一の評価指標による点検・評価結果
の分析を行い、介護保険運営協議会（高齢
者あんしんセンター運営部会）に報告し、評
価結果を踏まえ、翌年度に向けた方針や改
善策等を確認した。

・積極的な訪問活動を実施し、地
域の高齢者の実態を把握し、高齢
者に寄り添った支援を行う。
・点検・評価を行い、センターの運
営・体制・機能の充実を図る。
・地域の課題や目標をセンター間
で共有し、センターが相互に連携
する効果的な取り組みを推進す
る。

地域包括支援
担当

2 35 ②地域ケア会議の推進

・ケアマネジャーや関係者等対する「地域ケア会議」について周
知。
・多職種協働による「地域ケア個別会議」の定期的な開催及び
検討内容についてのケアマネジャー間の共有。
・把握した地域課題について、「地域別課題検討会議」や協議体
等との連携。
・実態把握訪問やケアマネジャーとの情報交換、区長、民生委
員との会議等からも地域課題を整理し、「地域別課題検討会
議」を開催。
・市全体に共通する課題や政策について、「地域ケア推進会議」
の実施等による基盤を整備。

・過去3年分の地域ケア会議報告書を作成し、
ホームページに掲載の他、介護保険事業者、医
療関係者、福祉関係者等へ周知した。
・過去の実績から得た地域課題について、地域
ケア報告書を用いて、第1層生活支援コーディ
ネーターと共有し協議体との連携を図った。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

新型コロナウィルス感染拡大防止の関係か
ら多職種協働による「地域ケア個別会議」
の定期的な開催や地域別課題検討会議は
開催できなかった。あんしんセンター主催で
随時で行う、地域ケア個別会議を実施し
た。（20回）
過去3年の実績をまとめ地域ケア会議報告
書を作成し、専門職等の関係者へ周知し
た。地域ケア会議の目的、効果、課題を、地
域住民組織等と共有し地域ケア会議の機
能充実を図っていく必要がある。

・あんしんセンターが随時で開催す
る地域ケア個別会議の開催を進
める。
・多職種協働による「地域ケア個
別会議」の定期的な開催を進め
る。
・把握した地域課題について、地
域別課題検討会議を開催する。
・地域ケア個別会議、地域別課題
検討会議を推進し、新たな仕組み
づくりに向け高齢者を支える基盤
整備の充実を図る。

地域包括支援
担当

3 36 ③課題把握機能の強化

・積極的な訪問活動や地域住民と連携強化による、高齢者と地
域の課題の把握。
・支援が必要な高齢者について、必要なサービスや関係機関等
に結び付けるなど、必要な支援の実施。また、把握した課題に
ついて、地域別課題検討会議や協議体等との連携。

・あんしんセンターは実態把握訪問や総合相談
業務を通して高齢者と地域の課題把握を実施。
・複数の支援者が関わり課題解決が必要な高齢
者について、地域ケア個別会議を開催し支援者
間の合意形成の上、援体制を調整した。個別支
援を通し、地域課題の蓄積を行った。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
個別相談、個別対応が活動の中心となり、
あんしんセンターが行う実態把握訪問の蓄
積により地域の課題を把握した。
・地域の高齢者の個別課題解決のための
地域ケア個別会議は20回開催した。
・地域別課題検討会議は新型コロナウィル
ス感染拡大防止のため、開催できなかっ
た。

把握した課題から地域住民、関係
機関との連携を図る。

地域包括支援
担当

4 37
①権利擁護相談・支援の充
実

・高齢者の権利擁護に関する普及啓発や相談体制の充実及び
あんしんセンターの機能強化。
・あんしんセンターによる権利擁護の相談及び関係機関と連携
による高齢者の人権や財産の保護。
・地域ケア個別会議等による関係機関と連携による、高齢者の
権利侵害等への支援に対するネットワーク体制の構築。

・あんしんセンターによる高齢者の権利擁護に関
する相談対応や普及啓発活動を実施（相談延べ
件数：1572件）
・地域ケア個別会議等において関係機関の連携
と支援の検討を実施。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・高齢者自身が介入拒否や孤立化している
事案への支援等について、地域ケア個別会
議等により関係機関等との連携を強化して
いく必要がある。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、個別の対応が中心となり、連携が不十
分。

・あんしんセンターが引き続き積極
的に地域に出向き、権利擁護の相
談に応じるとともに、関係機関と連
携を図り、高齢者の人権や財産を
守る。

地域包括支援
担当

5 37 ②成年後見制度の利用促進

・研修や事例検討会などによる成年後見に関する相談への対
応力の向上及び成年後見制度の円滑利用に向けた関係機関と
の連携。
・身上監護を中心とした市長申立て案件について、市民後見人
候補者が適切に受任できるよう調整の実施及び市民後見人候
補者のスキル維持のためのフォローアップ研修の実施。
・成年後見制度の利用が困難な高齢者に対しての利用支援。
・成年後見制度についてのセミナーの開催やパンフレットの配
布等によりる普及啓発。

・あんしんセンターで成年後見制度に関する相談
支援を実施。
（相談件数：287件、市長名による申し立て：2件）
・経済的な事情等により成年後見制度の利用が
困難な人へ、経費を助成。（申立てに要する経費
助成：2件（後見人等の報酬：14件））
・市民後見人養成講座を実施。（市民後見人候
補者：26名）

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・新型コロナウイルス感染拡大防止各種専
門職団体との情報交換会が実施できず連
携が不十分であった。
・新型コロナウイルス感染拡大防止市民向
けセミナーを開催することができず普及啓
発が不十分であった。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、オンライン型式で市民後見人養成講座
を実施した。

・各種専門職団体との情報交換会
をオンライン等で開催し、成年後見
制度に関する連携を図る。
・各専門職団体と連携することで、
本市における利用促進体制の構
築を図る。
・市民向けセミナーをオンライン等
活用して開催し、成年後見制度の
普及啓発を行う。

評価
(H30)

評価
(R１)

評価
(R２)

総合
評価

Ｒ２年度事業　評価コメント（課題等）
第７期計画における事業の総括
（次年度における取り組みなど）

担当 No
ペ
ー

ジ
項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

【基本方針】Ⅰ　誰もが安心して暮らせる地域社会の推進

施策１ 相談・支援体制の整備

(1)高齢者あんしんセンターの機能強化

(2)権利擁護等の取り組みの充実
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評価
(H30)

評価
(R１)

評価
(R２)

総合
評価

Ｒ２年度事業　評価コメント（課題等）
第７期計画における事業の総括
（次年度における取り組みなど）

担当 No
ペ
ー

ジ
項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

市民生活課

・出前講座１回（28人）
悪質商法・詐欺の手口を示し、だまされないため
の心構え等を指導。
・「悪質商法・詐欺撃退カレンダー」やクーリング・
オフリーフレットを作成し、あんしんセンター・長寿
センター・地区公民館等に配付し、高齢者の消費
者被害の防止を支援。

Ａ Ａ Ａ Ａ

あんしんセンター全体会議でカレンダーや
リーフレットの配布を依頼しているため、あ
んしんセンターを通じて高齢者からの相談
があったり、センター職員から消費者啓発
について質問をいただいたりする等、連携
が取れている。

悪質商法や詐欺の手口は年々巧
妙になる傾向がある。関係各所と
連携を図り、高齢者の消費者被害
の防止に努める。

防犯・青少年課

【消費者被害・特殊詐欺被害防止の推進】
■群馬県や警察で行っている出前講座の紹介を
行った。
■悪徳商法等高齢者を狙った消費者被害の未
然防止を周知するため、市庁舎窓口に啓発
ティッシュを設置した。
■防犯研修会：中止（新型コロナ感染症拡大防
止のため）
■安心ほっとメール配信：73回（振り込み詐欺等
注意喚起）
■特殊詐欺被害防止キャンペーンにおいて、防
犯啓発チラシ、啓発物品の配布を行った。
■特殊詐欺防止機能付き電話装置等の購入費
助成：518件（Ｒ２年度新規事業）

Ａ Ａ Ａ Ａ

【消費者被害・特殊詐欺被害防止】
・高齢者被害が増加傾向である。高齢者へ
の被害防止啓発はもとより、高齢者を見守
る家族や地域への働きかけをさらに行って
いく必要がある。
・Ｒ２年度の新規事業として、特殊詐欺防止
機能付き電話装置等の購入費助成事業を
実施した。高齢者の被害防止に効果が期待
できることから、今後も継続して実施してい
く。

【消費者被害・特殊詐欺被害防止】
今後も引き続き関係機関と連携を
図り、講演会や研修会、街頭啓発
等により、広く周知啓発を行う。
また、振り込め詐欺等の特殊詐
欺、悪質な電話勧誘などの被害を
未然に防ぐため、特殊詐欺防止機
能付き電話装置等の購入に対す
る助成事業を、引続き実施する。

長寿企画担当
・「ひとり暮らし高齢者調査」中止のため、特殊詐
欺被害防止のチラシを配布することができなかっ
た。

Ａ Ａ Ｄ Ｂ
・「ひとり暮らし高齢者調査」が中止のため、
特殊詐欺被害防止のチラシを配布すること
ができなかった。

・多様化する詐欺被害の未然防止
に向けて、引き続き積極的な啓発
を行うと共に地域全体における「見
守り」や「相談につなぐ」等の見守
り体制の強化に努める。

地域包括支援
担当

7 39
④高齢者虐待防止への取り
組み

・あんしんセンターが虐待を含む高齢者の総合相談窓口である
ことの周知徹底及び市民の虐待への知識向上のための普及啓
発。
・あんしんセンターの高齢者虐待への対応力の向上。
・民生委員、警察や介護事業者等の関係機関との協力体制の
整備。
・深刻な虐待事案など高齢者の安全を迅速に確保するための
生活支援ハウスや養護老人ホーム等の活用。
・高齢者虐待対応マニュアルの定期的な見直し。
・虐待を受けた高齢者への支援及び家族等の養護者への支援
の実施。

・あんしんセンターだより等により地域住民への
高齢者虐待予防及び早期発見に向けた普及啓
発を実施。
・あんしんセンターによる高齢者虐待に関する相
談対応（相談延べ件数：844件）
・虐待が疑われる事案について、あんしんセン
ターは早期に訪問、事実確認等を実施し、基幹と
連携し対応を実施。
・警察等関係機関との協力（警察より高齢者虐待
事案通報票件数：42件）。
・高齢者虐待対応マニュアルの見直しを実施。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・積極的な訪問活動を行い、地域において
ハイリスク世帯等を早期に発見していく体
制が必要。
・虐待を受けた高齢者だけではなく、虐待を
した養護者を適切な支援へつなげることが
重要。
・あんしんセンターの高齢者虐待への対応
力向上のための研修等が必要。

・関係機関との連携を図りつつ、高
齢者虐待の防止に向けた周知啓
発の継続。
・民生委員や警察、介護事業所等
の関係機関や地域の支援者との
協力体制と迅速な対応が行るネッ
トワークの構築。
・高齢者虐待対応マニュアルに基
づき、基幹センターとあんしんセン
ターが連携し、早期対応や適切な
支援を実施。

地域包括支援
担当

8 41
①地域の在宅医療・介護連
携の実態把握、課題の検
討、施策立案

・在宅医療・介護連携における地域の具体的な課題の解決に向
けての多職種による検討。
・医療・介護の資源の把握と情報の更新の定期的な実施及び最
新情報の提供。

・高崎市社会資源ガイドブック、在宅医療資源ガ
イドブックの更新。
・あんしんセンター、医療・介護職能団体や消防
局との情報共有。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・地域の医療・介護の社会資源ガイドブック
を更新し、最新情報の提供が必要。
・関係機関等へのアンケートや意見交換か
ら地域課題の明確化と共有が必要。

・多職種による検討機会を設定し
出た意見から課題抽出と対応策を
検討。
・社会資源ガイドブック（通所系
サービス等）の更新と活用の評
価。

地域包括支援
担当

9 41
②地域の関係者との関係構
築、人材育成

・地域の医療関係者及び介護関係者が相互に役割を理解でき
る研修会の開催。
・医療と介護の両方を必要とする在宅療養者のニーズに対応し
た適切なケアマネジメントができるよう、ケアマネジャー研修会
の開催。
・多職種が意見交換を行える場の設定及びネットワークの強
化。

・介護支援専門員、あんしんセンター職員を対象
とした研修会をオンラインで開催（全4回、参加者
数　263名）
・あんしんセンターが地域での多職種を対象とし
た連携会議等の開催（１地域）

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・適切なケアマネジメントのための研修会を
継続して実施する必要がある。
・医療及び介護関係者が相互に役割を理解
し、連携が強化できるよう、地域のニーズを
把握した研修会を実施する必要がある。

・研修内容を評価し、適切なケアマ
ネジメントを実施するための研修
を実施。
・専門職向け研修を見直し、多職
種連携に向けた内容について検
討。
・多職種のネットワーク強化の検
討。

地域包括支援
担当

10 42
③切れ目のない在宅医療と
介護の提供体制の構築推進

・医療・介護関係者への在宅療養を支える地域の医療・介護の
提供状況についての情報集約及び周知。
・かかりつけ医を中心に他の医療機関、訪問看護ステーション
等が連携し、在宅医療・介護が切れ目なく一体的に提供される
体制づくりに向けての課題の抽出と解決策の検討。

・往診支援システム拡充や病院と在宅医との連
携強化等を予定していたが、コロナ感染拡大防
止の観点より実施できなかった。

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
・在宅療養を支える医療・介護の提供状況
についての関係者への周知。
・在宅医療・介護が切れ目なく一体的に提
供される体制づくりの検討が必要。

・体制づくりに向けた関係機関から
の情報収集および課題抽出の実
施と対応策の検討。

地域包括支援
担当

11 42
④医療・介護関係者の情報
共有の支援

・多職種連携を円滑に進めるため、情報共有に関するガイドライ
ンの運用についての検討及び活用のための周知。
・県及び県医師会が運用を開始した多職種連携コミュニケーショ
ンシステムの今後の利活用についての検討。

・医療機関、居宅系事業所に対し、医療、介護連
携の手引きに関するアンケート調査の実施。
・地域包括通信発行（4回）
・ケアマネカフェ、地域包括ケア意見交換会を予
定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から中止とし、職能団体との情報交
換を訪問や電話等により実施。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・医療、介護関係者のための情報共有に関
する手引きの活用状況等について、県と市
が実施したアンケート結果をもとに今後の
連携方法の課題を検討する必要がある。

・在宅での療養や看取り、入退院
時等において多職種の連携を強
化するための課題抽出や対応策
を検討。

施策２ 在宅生活への支援
(1)在宅医療・介護連携の推進

6 38
③消費者被害・特殊詐欺被
害防止の推進

・出前講座（身近な消費者トラブルの現状や対策）の積極的な
実施。
・高齢者本人だけでなく家族なども気軽に相談できる体制の整
備。
・早期の被害防止に向けた、市とあんしんセンターとの連携によ
る未然防止のための体制整備。
・地域の高齢者サロンや長寿会活動におけるあんしんセンター
による啓発や相談支援。
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評価
(H30)

評価
(R１)

評価
(R２)

総合
評価

Ｒ２年度事業　評価コメント（課題等）
第７期計画における事業の総括
（次年度における取り組みなど）

担当 No
ペ
ー

ジ
項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

地域包括支援
担当

12 42
⑤医療・介護関係者に関す
る相談支援

・医療介護連携相談センターの役割や活動についての関係機
関への周知。
・医療や介護を必要とする在宅療養者等の抱えるニーズの把握
及び課題の解決に向けた研修の企画やあんしんセンター等の
関係機関との連携。

・医療介護連携相談センターでは、介護支援専
門員やあんしんセンター、医療ソーシャルワー
カー等からの相談を受け在宅医療、介護連携に
関する相談支援を実施。（相談延べ件数：南大類
139件、たかまつ279件）

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・相談内容の分析から、市民、関係機関ごと
の課題やニーズを把握。把握内容から他事
業の課題解決へ結びつける。

・明らかになった課題について、専
門職向け研修や地域住民への普
及啓発等の事業に反映。

地域包括支援
担当

13 43 ⑥地域住民への普及啓発

・市民の在宅医療・介護に関する理解を促すため、在宅療養を
我が事としてイメージできるような講演会等の開催。
・医療・介護が必要な状況になっても、安心して暮らしていける
よう、在宅で受けられる医療や介護サービスの内容、利用方
法、社会資源の情報等の提供。
・「はいかい高齢者救援システム」や「介護SOSサービス」など、
市独自のサービスについての周知。

・市民が在宅医療や介護について理解を深める
ことを目的とした医療介護連携フェスティバルや
長寿センターにて地域医療講座を予定していた
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止。
・医療介護連携相談センターのホームページに
市民への普及啓発を目的とした内容を掲載。

Ａ Ａ Ｂ Ｂ

・住民への普及啓発を行うため開催方法や
内容等を引き続き検討していく必要がある。
・医療介護が必要な状態になっても、安心し
て暮らしていけるために市民への様々な情
報提供の継続が必要。

・医療、介護に関する情報の普及
啓発を実施するために、市民向け
公開講座、医療介護連携フェス
ティバル等をオンライン等で開催
できるよう検討し実施。

介護保険課

■サービス内容と利用人数
・出張理美容サービス（194人）
・布団乾燥消毒サービス（169人）
・布団丸洗いサービス（38人）
・おむつ給付サービス（1,521人）

Ａ Ａ Ａ Ａ

・介護保険の手引きを作成し窓口等で配
布。広報、ホームページで情報提供を行
い、概ね目標どおりに業務を進めることが
できた。

・おむつは、R3年度より要綱変更
し対象を介1以上としたことから、
定期的に現況踏査を実施して適正
化を行う。

地域包括支援
担当

・家族や介護者の負担軽減と介護離職の防止を
目的とした介護SOSサービスを実施し、訪問サー
ビスと宿泊サービスの提供を行っている。
（訪問件数：1,114件、宿泊件数：26件）
・あんしんセンターや介護支援専門員と連携しな
がら、栄養改善や見守りを目的とした配食の
サービスを行っている。（延配食数：193,504食）

Ａ Ａ Ａ Ａ

・SOSサービス定期利用者に対し、あんしん
センターと連携して適切なサービスにつなぐ
必要がある。
・配食サービスでは、ケアプランに位置づけ
た利用が必要なため、自立支援の視点を重
視し、必要な人にサービスが提供されるよ
う、介護支援専門員や配食事業者、あんし
んセンターに対し周知を行っていく必要があ
る。

・適正にサービスが提供されるよう
引き続きあんしんセンターと連携を
図る。
・適正にサービスが提供されるよう
引き続き介護支援専門員や配食
事業者、あんしんセンターとの連
携を図り、利用者の自立支援につ
なげる。

長寿企画担当 15 46 ②買い物困難者等への支援

・買い物に困難を抱える高齢者等への支援及び新たな施策の
検討。
・地域特性に応じた移動手段の確保及び高齢者の見守りを兼
ねた買い物支援の実施。

■倉渕地域高齢者買い物支援事業
→交通空白地有償運送運行回数：322回
・倉渕地域内の移動手段の確保
■高齢者向け買い物支援タクシーチケット交付
事業
→運行回数：286回
・地域に店舗等がない町内会で実施
■高齢者の見守りを兼ねた移動販売事業
→協力事業者数：9事業者
・移動販売に安否確認を組み合わせた高齢者の
見守りを兼ねた移動販売事業を事業者等が実
施。運営費のほかに新規車両購入費や車両の
設備更新費に対しても補助
■高齢者等買物代行事業
→買物代行回数：2,658回
・日常的な買い物に困難を抱えている高齢者等
を対象に実施
■おとしよりぐるりんタクシー運行事業
→利用者数：10,603人
・高齢化率の高い地域でスーパー付近などを通
るルートを無料巡回する移動支援施策を実施す
ることで、生活の足を確保

Ｂ Ｂ Ａ Ｂ

・倉渕地域高齢者買い物支援事業は、平成
２８年度から新たな目的地として医療機関
や公共施設等を加えたことで、運行回数も
年々増加し、利用者の利便性向上につな
がっている。
・高齢者向け買い物支援タクシーチケット交
付事業は、平成２７年度から対象地域を市
内全域へと拡大。モデル地区から継続実施
している長野地区内の５町内会ののほか、
令和2年度には新高尾地区内の１町内会が
新規参入した。
・高齢者の見守りを兼ねた移動販売事業
は、期初に１事業者が減少し、事業者数は
減少傾向にある。
・高齢者等買物代行事業は、長寿会会員に
買物代行ボランティアへの登録依頼の実施
や、市広報誌へ記事を掲載して事業周知を
行い、少しずつ登録者数が増えていたが、
新型コロナウイルス感染症流行の影響によ
り運行回数は減少した。
・おとしよりぐるりんタクシー運行事業は、令
和2年度より事業開始後、堅調に利用者数
を伸ばしている。

・倉渕地域高齢者買い物支援事業
は、運行地域でのアンケートを実
施するなどして、買い物困難者の
地域分布等の分析を実施し、より
効果的な訴求を進めている。
・高齢者向け買い物支援タクシー
チケット交付事業は、地域に店舗
等がない町内会等からの相談に
対応できるようにしていく。
・見守りを兼ねた移動販売事業
は、新規事業者の参入に結び付
けられるよう制度の見直しを視野
に入れ、既存の事業者に引き続き
協力いただけるよう制度を維持し
ていく。
・高齢者等買物代行事業は、買物
代行ボランティアのさらなる確保に
努めていく。
・おとしよりぐるりんタクシー運行事
業は、事業の定着に努め、利用状
況等を注視していくほか、令和３年
度は新規ルートを創設する。

(2)日常生活の支援

14 44 ①在宅福祉サービス

・在宅福祉サービスを必要としている高齢者や家族への情報提
供の充実。
・在宅福祉サービスについての検証及び見直しや再構築への
取り組み。
・配食サービスについての周知及び適正なサービス提供のため
の配食事業者やケアマネジャー等との連携。
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ー

ジ
項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

社会福祉課

【社会福祉協議会】
・社会福祉協議会が実施する、福祉ボランティア
の町づくり事業や認知症高齢者などを対象とした
日常生活自立支援事業、高齢者や子育てサロン
活動への支援事業に補助金を交付した。日常生
活自立支援事業は、福祉サービスの利用援助や
代行を行う事業であり、R2年度の住民税非課税
世帯の利用者数は589人、総援助時間が572時
間であった。

Ａ Ａ Ａ Ａ
【社会福祉協議会】
地域福祉を推進する社会福祉協議会との
連携を強化しつつ、財政的な支援を継続す
る。

社会福祉協議会との連携を強化し
つつ、財政的な支援を継続する。

長寿企画担当
・ふれあい・いきいきサロンへの活動運営費補助
（１サロンあたり7,200円／360サロン）
※補助額が前年度から1割減となった。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

実施主体である社会福祉協議会では、コロ
ナ禍におけるサロン活動の状況を確認する
ため、市内全てのサロンにアンケートを実
施し、９４%の回答を得た。感染症対策を
行った上で活動を継続・再開した団体があ
る一方、サロンの活動を中止する団体も
あった。状況の確認や課題の共有が行えた
ことは、今後のサロン活動の更なる充実を
図るうえで、大変有意義な取り組みであった
と考えられる。

今後もコロナの影響を受ける中
で、住民同士がつながりを持ち続
けられるように社会福祉協議会を
通じて補助金等の支援を行うとと
もに、ひとり暮らし高齢者や高齢者
のみの世帯等に対する生活支援
の取り組みにつなげる。

社会福祉課

・毎月、市内３６地区の地区会長、行政、市民児
協事務局職員（社協）による地区民児協会長会
を実施した。会においては、行政および市民児協
からの連絡事項を通知、および、各地区の活動
状況について意見交換等を行い情報共有を行っ
た。

Ａ Ａ Ａ Ａ
会長会実施後、各地区民児協において毎
月定例会を実施、各民生委員と情報共有を
行っている。

継続して実施する。

長寿企画担当

・「ひとり暮らし高齢者調査」は新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止であったが、感染対
策をしながら、民生委員による見守りが必要な高
齢者への声かけ等の活動はできた。

Ａ Ａ Ｂ Ｂ
・民生委員による声かけなどにより、見守り
を必要とする高齢者の状況把握を行うこと
ができた。

・ひとり暮らし高齢者の実態を把握
するとともに、ひとり暮らし高齢者
や見守りを必要とする高齢者への
支援を継続していく。

人権男女共同
参画課

高齢者を含めた人権課題に対する人権意識の
高揚を図るための啓発活動を計画していたが、
新型コロナウイルス感染拡大により、活動が予
定どおり行えなかった。

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ
開催できた啓発イベントは、盛況に行えた。
不測の事態となった場合への対応、また当
該状況下における代替策等の検討に課題
が残った。

今期における啓発活動自体は、概
ね順調に行えた。
次期以降も、不測の事態への対応
を想定し、切れ目ない継続した啓
発活動を行っていく。

社会福祉課

高崎市総合福祉センターにて例年3月に高崎市
総合福祉センターまつりを実施しているが、新型
コロナウイルス感染症拡大防止の一環により、
令和元年度に引き続き中止となった。

Ａ Ｄ Ｄ Ｂ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の一
環によりイベントを中止した。

直近2年度は、新型コロナウイルス
感染症の影響から交流の場が制
限されてしまったが、感染拡大が
収まれば継続して実施していく。

こども家庭課

例年では、各児童館・児童センターなどで将棋教
室や囲碁教室、卓球教室、昔遊びの会、お茶会
などを開催し、講師として地元の年長者などをお
呼びしたり、また、各施設でお祭りなどの地域に
開かれたイベントを開催するなどして世代間の交
流を図っていたが、新型コロナウイルスの影響で
ほとんどの行事が縮小または中止となった。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

児童館などで開催されるイベントは、できる
限り世代間交流に心がけた計画を立案する
が、利用者のニーズによるところが多く、各
施設の取り組み方針等によって実施状況が
異なる。
また、新型コロナウイルス感染拡大等の動
向を踏まえた事業実施が必要となってい
る。

各施設で積極的に世代間交流を
行っていただくように、指定管理者
の選定時や各年度の事業計画立
案時から、世代間交流を意識し、
新型コロナウイルス感染症にも留
意した内容を盛り込むよう取り組
んでいただく。

社会教育課

・地区公民館44館と中央公民館において、心豊
かな地域づくりのための懇談会の開催を予定し
たが、コロナ禍の中中止した館もあった。地区公
民館17館で実施することができ、参加者はのべ
335人の参加があった。参加者の多くが高齢者で
あるが、子育て世代や現役世代も参加もあった。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

コロナ禍の中、参加者数を絞っての開催と
なったため、子育て世代の参加を促すこと
ができなかった。しかし、規模を縮小しなが
らも地域の方々が集まる場を設定できたこ
とにより、地域交流の場として世代間交流を
図ることができた。次年度は育成会やPTA
などに声をかけられるように努めたい。

コロナ対策を講じながら、60歳以
下の参加者の増に努める。

中央公民館

・新型コロナウイルス感染症の影響で予定されて
いた多くの事業が中止となったが、感染症対策を
徹底し、可能な範囲で多世代が交流する事業を
実施した。また、動画や館内の掲示等により地域
の高齢者と子ども・大学生などの交流を図る事
業を実施した。

Ａ Ａ Ｃ Ａ

・世代間交流を通じて、高齢者の生きがい
づくりや社会参加へとつながる事業の実施
が望ましい。また、集うことが難しい中でも
多世代交流を継続する仕組みづくりに取り
組む必要がある。

・地域の関係団体と連携しながら、
地域の特色を生かした事業を実施
し、世代間交流による人づくり・地
域づくりを推進することができた。

17 48 ②民生委員との連携

・円滑な民生委員活動のため、支援を必要とする高齢者の早期
発見及びきめ細やかで参加しやすい研修会の開催。

・民生委員の自主的・主体的な活動のため、市からの情報提供
のあり方や、町内会等の地域の組織との情報共有の仕組みづ
くりについて検討。
・オレンジサポーターと、民生委員との連携・協働方法について
検討。

施策３ 安心して暮らせる環境の整備
(1)「我が事・丸ごと」の地域づくりの推進

16 48
①社会福祉協議会活動との
連携

・社会福祉協議会との連携を強化しつつ、ふれあい・いきいきサ
ロン活動の推進やボランティア活動への支援の実施によるひと
り暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者などを対象
にした生活支援の実施。
・地域福祉を推進する社会福祉協議会に対しての財政的な支
援。

・公民館や長寿センターのほか、児童館をはじめとする子育て
支援拠点施設や地域で行われている高齢者サロン等、より多く
の施設における、多世代交流の仕組みづくりの検討。
・市内の大学や専門学校などとの連携による、学生と高齢者の
交流や学生による高齢者支援の仕組みづくりの検討。

③世代間交流の推進4918
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項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

学校教育課

【やるベンチャーウィーク（中学校）】
例年、介護等の福祉活動を、中学２年生が体験
するが、令和２年度については、コロナウイルス
感染症拡大防止のため、やるベンチャーにおけ
る体験活動は中止となった。

【福祉教育（小学校）】
例年、 地域のお年寄りから、読み聞かせや昔遊
びを教わったり様々な経験談を聞いたりする行
事を設ける体験的な活動を通して、高齢者理解
に取り組んでいるが、令和２年度については、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多く
の活動が中止となっている。

Ａ Ａ Ｂ Ａ

やるベンチャーウィークにおける福祉体験
は、感染拡大防止のため、実施されなかっ
た。
小学校では、高齢者とのふれあいや福祉活
動を計画的に実施する中で世代間交流の
体験を実施してきている。

令和３年度は、令和２年度に引き
続き、児童生徒の福祉意識や人権
意識の高揚のため、世代間交流
の推進や教職員の研修の充実を
図っていく。
令和４年度以降は、小学校、中学
校の取組を継続させ、児童生徒の
福祉意識や人権意識の高揚を図
る。
また、学校における世代間交流の
推進や教職員の研修を一層充実
し、継続を図っていく。

長寿企画担当

【長寿センター】
多世代交流の場として、長寿センターまつり等の
多人数や普段利用していない方を集めるイベン
トについては、実施方法を検討したが、コロナ拡
大による休館もあり、実施することができなかっ
た。
一方で、コロナ禍にあっても、専門学生の実習を
受入れ、学生と高齢者の交流を図ることができ
た。また、令和2年4月から供用開始された佐野
長寿センターと併設のこども園では、園児が長寿
センターに遊びに行ったり、同センター職員が園
のクリスマス会を手伝ったりと、世代を超えた新
たな交流が生まれた。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

【長寿センター】
・多世代交流の場としてこれまで実施してい
た長寿センターまつりや、孫と子の木工広
場等はコロナ禍の中で、開催方法を工夫し
て検討する必要がある。

【長寿センター】
・土日等に世代を超えて地域住民
が交流できるイベントを今後も、企
画・検討していく。
また、今後も看護師養成の専門学
校や大学の実習先の受入れを
行っていくことや、近隣の保育園と
の合同行事の実施など積極的に
多世代交流を深めていく。

長寿企画担当 19 50
①高齢者の社会参加促進へ
の取り組み

・閉じこもりがちな高齢者等に対しての、見守り活動等を行う民
生委員等の支援及びあんしんセンターを含めた地域全体で高
齢者を見守る体制の構築。

・見守りを必要とする高齢者への声かけや社会
参加の場を提供する民生委員の活動に対しての
支援として、19,909,350円の補助金を交付した。

Ａ Ａ Ａ Ａ ・見守り活動を行う民生委員に対して支援
することができた。

・引き続き民生委員に対する支援
を行う。

地域包括支援
担当

・「待つ福祉から出向く福祉」を合言葉にあんしん
センターによる積極的な訪問活動を実施。
（訪問件数：10,750件）

Ａ Ａ Ａ Ａ
困難事例等の課題解決に向けた支援につ
いて、専門機関及び市との連携強化のため
の仕組みづくりが必要である。

課題解決のための専門機関及び
市との連携強化のための仕組み
づくりを実施する。

長寿企画担当

・民生委員による見守りを必要とする高齢者への
声掛けや社会参加の場を提供するなどの見守り
体制を構築した。
・移動販売に加えて安否確認など高齢者の見守
りを行う事業者等に対し、支援事業を実施（9事
業者）。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・民生委員による声かけなどの見守り体制
により状況把握できた。
・事業者には、移動販売時に地域の状況や
高齢者等の日常生活で異変を感じた場合、
関係行政機関への連絡をお願いしており、
地域の見守り体制の構築に繋がった。

・民生委員の活動に対して支援を
継続し、見守り体制を強化してい
く。
・引き続き、事業者への支援を通し
て地域の見守り体制の強化に取り
組んでいく。

介護保険課

・あんしん見守りシステム周知のための広報掲
載2回、長寿センター（11箇所）訪問
・民生委員及び長寿会へ、あんしん見守りシステ
ムの設置勧奨依頼
設置件数（R3年3月末）：4,364件

Ａ Ａ Ａ Ａ あんしん見守りシステムの設置件数は概ね
良好といえる。

孤独死防止を図るため、引き続き
民生委員等への設置勧奨依頼、
長寿センター、地域サロン等への
周知活動を行っていく。

社会福祉課

【避難行動要支援者名簿】
・新規対象者の約２，７００人に通知を発送し、約
７００人から確認書の提出があった。また、広報
高崎での周知や、区長、民生委員・児童委員の
訪問活動を通じ、制度の紹介などを行った。
・名簿に掲載された者のうち、古い者から順に情
報の更新作業を開始した。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

名簿の同意率が例年の４０％程から下がっ
てきているため、引き続き名簿の意義につ
いて周知を進めていく必要がある。
住所変更をしない施設入所者等が増えてき
たため、現在地の把握を進める必要があ
る。

居住の確認を進めると共に、名簿
の周知を継続する。

防災安全課

・避難行動要支援者名簿を、各町内会、民生委
員、警察、消防局等へ提供した。
・出前講座や地域の防災訓練時などの機会に、
地域おける避難支援についての啓発を推進し
た。
・民間の福祉事業者との協定については、締結
済みであるが、運用方法に課題がある。
　民間の福祉施設とは別に、コロナ禍を受け、発
熱者、要配慮者や濃厚接触者の避難先確保に
努めた。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・避難行動要支援者名簿の活用支援や、個
別避難計画の作成に向けては、自助・共助
の取組み強化を推進するとともに、公助の
支援も必要なため、更なる連携を強める必
要がある。
・民間・市有施設の福祉避難所の活用方針
については、引き続き協議を進める必要が
ある。併せて、コロナ禍における発熱者、要
配慮者や濃厚接触者の避難先の実効性に
ついても強化を図っていきたい。

いずれのテーマについても、公と
地域との更なる密な連携と自助・
共助の強化を進める必要がある。

18

(2)ひとり暮らし高齢者等への支援

20 50
②孤独死ゼロを目指す取り
組み

・警察等との連携による孤独死の背景や原因分析の実施。
・民生委員をはじめ、地域住民やボランティアによる見守り・声
かけや情報提供のほか、郵便局や新聞配達・宅配業者などの
民間事業者と提携した安否確認等、地域ぐるみの見守り体制の
構築。
・セルフネグレクト高齢者等への対応について、あんしんセン
ターの専門職による早期介入・早期支援の実施のほか、対応が
困難な場合の医療や権利擁護などの専門機関を交え、課題解
決に向けた支援。
・高齢者等あんしん見守りシステムについての周知及び必要と
思われる人へのシステムの設置を行い孤独死ゼロを目指す。

21 51
③災害時に備えた支援体制
づくりの推進

・避難行動要支援者名簿の更新及び新しい情報の提供。
・高齢者のための個別避難計画が各地域で策定されるよう周知
及び支援の実施。
・災害時、在宅の要配慮者の福祉避難所を確保するため、高齢
者福祉施設等の事業者と要配慮者の受け入れに関する協定締
結への検討。

・公民館や長寿センターのほか、児童館をはじめとする子育て
支援拠点施設や地域で行われている高齢者サロン等、より多く
の施設における、多世代交流の仕組みづくりの検討。
・市内の大学や専門学校などとの連携による、学生と高齢者の
交流や学生による高齢者支援の仕組みづくりの検討。

③世代間交流の推進49
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ジ
項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

建築住宅課 22 51 ①市営住宅の高齢者対応
・市営住宅に居住する高齢者に対しても、高齢者等あんしん見
守りシステムや生活支援サービスなどの福祉施策との連携。

介護保険課が実施している、高齢者等あんしん
見守りシステム事業の案内を市営住宅の高齢入
居者宅を対象に行った。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ さらに設置が進むよう、引き続き情報提供
に努める。

福祉施策との連携を継続し、情報
を共有する。

地域包括支援
担当

23 52 ②老人福祉施設等の確保

・支援を必要とする高齢者の適正な養護老人ホームへの入所
措置実施。また、虐待などの緊急案件について、迅速に対応が
できる一時保護施設を検討。
・生活支援ハウスを利用した高齢者が抱えている不安解消のた
め、あんしんセンターが中心となった支援を検討。

・環境上及び経済的な理由により居宅において
養護を受けることが困難な高齢者について適切
に養護老人ホームへ入所委託した。
R２年度養護老人ホーム
入所者（R2.3.31現在）89名
R２年度生活支援ハウス清泉
利用者延べ18名

Ｂ Ａ Ａ Ａ

【養護老人ホーム】
・居宅において養護を受けることが困難な
高齢者については、多様化する住まいの選
択肢を考慮した支援が必要になる。
・虐待などの緊急案件について、養護老人
ホームを活用し、一時保護を行っている。
【生活支援ハウス】
・長期間利用している者に対しての支援方
法について検討が必要。

養護老人ホームへの入所措置を
引き続き適正に実施する。
生活支援ハウスを利用した高齢者
が抱えている不安解消のため、あ
んしんセンターが中心となって支
援を実施する。

建築住宅課 24 53
③サービス付き高齢者向け
住宅の適正な普及

・高齢者の居住の安定確保に関する法律等の関係法令や群馬
県高齢者居住安定確保計画に基づき、適切な事務の実施。
・適正なサービス提供や運営が確保されるよう、事業者への指
導監督の実施。

登録更新に伴う立ち入り検査は新型コロナウィ
ルスの影響で実施できなかったが、登録内容変
更等に伴う届出について適正に審査した。

Ａ Ａ Ｂ Ａ 関係部署と連携し、適切な指導を行った。
関係部署と連携し、引き続き適切
な指導監督を実施する。

福祉施設担当 25 53
④質の高い有料老人ホーム
の確保

・有料老人ホームの利用者保護徹底のため、事業者に対する
指導を行うとともに、適正な運営により質の向上が図れるよう、
事業者への働きかけの実施。

新型コロナウィルス流行の為、実地指導の実施
を見送っているため、定期的な情報提供に留ま
る。

Ａ Ａ Ｂ Ａ
実地指導の実施がないため、施設の現状
把握や、運営向上のための働きかけが困
難な状況にあった。

今後の感染状況の動向によって
協議しつつ、可能な範囲で事業者
への指導を実施していく。

介護保険課 26 53
⑤高齢者住宅のバリアフ
リー化

・高齢者が安全で安心な生活を送るために、住宅改良相談員の
派遣や住宅改造に伴う費用の助成についての周知。

住宅改良相談員の派遣：3件
住宅改造補助の件数：18件

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

住宅改良相談員の派遣については、変わら
ず件数が伸びていない状況。住宅改造補
助は在宅生活を維持させるという目的に
沿って、身体状況を考慮し、適切な補助に
努めることができた。

住宅改良相談員の派遣は、令和3
年度より住宅改造補助が廃止に
なった影響でさらに件数が減ること
がないよう、専門的な知識を活か
した助言、指導をしていただき、利
用者にも業者にも適正な工事を促
していけるよう取り組みたい。

都市計画課
・新町駅周辺地区において新町駅エレベーター
設置工事を継続実施した。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
概ね計画通り事業を推進できたが、既存の
民間施設等のバリアフリー化が課題であ
る。

・東口ペデストリアンデッキの延伸
や、新町駅のエレベーター設置を
実施し、重点整備地区のバリアフ
リー化を図った。
・既存の民間施設等のバリアフ
リー化の推進に効果的な施策等を
研究する。

公園緑地課
・烏川かわなか緑の広場トイレ付近の段差解消
工事を行った。

Ａ Ａ Ａ Ａ

ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた
公園のバリアフリー化を計画的に進めるこ
とができた。引き続き、子どもからお年寄り
まで誰もが利用しやすい公園整備を進め、
バリアフリー化に取り組んでいく。

新規整備公園については、積極的
にユニバーサルデザインの考え方
を取入れた整備を進めており、既
存公園のバリアフリー化において
も計画的な進捗を図る。
・北三公園

土木課
■市道Ａ－５８３号線　Ｌ＝２４０ｍ
　　　歩道整備
　　　Ｒ２施工　Ｌ＝９０ｍ

Ａ Ａ Ａ Ａ ・重点整備地区のバリアフリー化について、
実施内容のとおり順調に推移した。

■市道Ａ－５８３号線　Ｌ＝２４０ｍ
Ｈ３０施工　Ｌ＝７０ｍ　・　Ｒ１施工
Ｌ＝８０ｍ　・　Ｒ２施工　Ｌ＝９０ｍ

(3)高齢者の住まいの確保と住環境の整備

27 54
⑥高齢者にやさしいまちづく
りの推進

・バリアフリー基本構想に基づき、高齢者が安心して訪れ楽しむ
ことができるよう、「高崎駅周辺」、「総合文化センター及び総合
福祉センター周辺」、「新町駅周辺」の３地区を重点整備地区と
してのバリアフリー化の実施。
・高齢者が安心して快適に利用できるよう、公園や生活道路の
バリアフリー化とユニバーサルデザインの考え方に基づく整備
の計画的な推進。
・商業施設等の事業者に対して、ユニバーサルデザインの考え
方に基づき施設のバリアフリー整備の推進に向けた働きかけの
実施。

6 / 15 ページ



評価
(H30)

評価
(R１)

評価
(R２)

総合
評価

Ｒ２年度事業　評価コメント（課題等）
第７期計画における事業の総括
（次年度における取り組みなど）

担当 No
ペ
ー

ジ
項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

地域交通課

・「ぐるりん」等のコミュニティバス路線の運行経
路やダイヤの見直し、停留所の新設等を実施
し、利便性の向上と利用促進を図った。
・「ぐるりん」の車両を１台更新（ノンステップバ
ス、最新式の運賃表示器、行先表示器等の設備
を採用）し、高齢者が利用しやすい環境整備を
図った。
・敬老バスカードの購入補助や倉渕地域のバス
移動支援補助等により、高齢者の移動支援を実
施した。
　R2敬老割引補助実績…　5,814,330円
　R2倉渕地域バス移動支援補助実績…
312,460円
・運転免許証自主返納者に対する支援策として、
「ぐるりん」「はるバス」「アリーナシャトル」共通の
「運転免許証自主返納者等専用回数券」を販
売。
　R2販売実績…　771冊
・同様に「よしいバス」では運転経歴証明書の提
示により料金の半額を減免。
　R2実績…　1,223件　122,300円

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・コミュニティバスの利用者数は全体として
増加傾向で推移していたものの、新型コロ
ナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請
等の影響により、大幅な減少となった。
・敬老バスカードや倉渕地域のバス移動支
援事業についても、新型コロナウイルスの
影響により利用実績が減少している。
・運転免許証自主返納者の増加に伴い、専
用回数券やよしいバスの減免等の支援策
は一定の成果をあげているが、本事業に関
しても新型コロナウイルスの影響を受けて
いる。

・他の公共交通機関と連携し、地
域の実情に即した公共交通網の
あり方について引き続き検討を行
う。
・交通系ICカードの導入に伴う敬
老割引補助制度の方向性につい
て、検討を行う。
・UD（ユニバーサルデザイン）タク
シー車両の導入補助を行い、誰も
が利用しやすい環境整備に取り組
む。

長寿企画担当

■倉渕地域高齢者買い物支援事業
→交通空白地有償運送運行回数：322回
・倉渕地域内の移動手段の確保
■高齢者向け買い物支援タクシーチケット交付
事業
→運行回数：286回
・地域に店舗等がない町内会で実施
■おとしよりぐるりんタクシー運行事業
→利用者数：10,603人
・高齢化率の高い地域での生活の足の確保

Ｂ Ｂ Ａ Ｂ

・倉渕地域高齢者買い物支援事業は、平成
２８年度から新たな目的地として医療機関
や公共施設等を加えたことで、運行回数も
年々増加し、利用者の利便性向上につな
がっている。
・高齢者向け買い物支援タクシーチケット交
付事業では、タクシーを活用して買い物困
難者の解消に取組む町内会を支援すること
で、地域での買い物が困難なひとり暮らし
高齢者に対して移動手段を提供することが
できた。
・おとしよりぐるりんタクシー運行事業では、
ルート上ならどこでも乗り降り自由、利用料
無料、事前予約・登録不要で気軽に利用で
きる生活の足を確保し、地域の高齢者等交
通弱者の移動支援を促進した。

・倉渕地域高齢者買い物支援事業
は、さらなる周知等により、倉渕地
域内の移動手段としての定着を図
る。
・高齢者向け買い物支援タクシー
チケット交付事業は、地域に店舗
等がない町内会等からの相談に
対応できるようにしていく。
・おとしよりぐるりんタクシー運行事
業は、令和３年度に新規ルートを
創設し、より多くの交通弱者への
移動支援につなげる。

地域交通課 29 55 ②交通安全対策の推進

・高齢者の交通安全に対する意識を高めるため、警察、交通安
全協会や地域住民などと連携を図りながら、交通安全教室等を
開催。
・運転に不安のある高齢ドライバーの運転免許証自主返納促進
のため周知活動の実施。
・サポート制度協力店について、種類や数の拡大を実施。

・高齢者交通安全教室は、市内の長寿センター・
公民館のうち計7か所で実施し、112人の参加が
あった。歩行中や自転車運転中、また自動車運
転中での注意すべきことを体操や寸劇・講話を
通して実施した。

・高齢者交通安全教室時に運転免許証自主返
納についての案内を実施するとともに、広報、チ
ラシ、ポスターを通じて周知を図った。令和2年度
の運転免許証自主返納奨励事業の申請件数
は、前年度を268件下回る1,559件であった。

・運転免許返納者が市内のお店等で「運転経歴
証明書」を提示することによりサービスを受ける
ことができる制度では、現在、さまざまな業種か
ら168店舗が登録している。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・高齢者交通安全教室の開催場所について
は、毎年依頼がある団体が多く、定着して
いる。新規の団体からの教室開催依頼の開
拓が必要。また、高齢ドライバー向けの教
室は、出向いてもらうものから、地元に出向
いての開催が必要。「プチうぐいすクラブ」に
ついては、開催情報を提供してもらい、今後
も継続して実施したい。

・平成30年4月から、運転免許証自主返納
奨励申請窓口を高崎交通安全協会内に新
設し、免許返納後、すぐに奨励品が受け取
れるよう改善を図ったことにより、申請件数
は増加傾向であったが、令和2年度は前年
度を268件下回る1,559件の申請に留まっ
た。（コロナ禍による外出自粛の影響と思わ
れる）

・運転免許証自主返納者への支援策として
のサポート制度は、協力店をさらに増やす
ことが課題。

・高崎警察署、高崎交通安全協会と協力し
て行う高齢ドライバー向けの教室が、令和2
年度はコロナ禍により一度も実施できな
かったので、今後継続して実施したい。

・高齢者交通安全教室の開催場所
の検討について、引き続き取り組
む。

・運転免許証自主返納奨励事業に
ついては、現在の奨励品のほか
に、必要とされる奨励品の検討を
継続して行う。

・サポート店の拡大については、協
力依頼を実施しているところだが、
店舗数を増やすため、多種多様な
業種へ依頼する。

28 55 ①交通手段の確保

・市内循環バス「ぐるりん」等による高齢者の移動支援の実施。
・タクシーの活用など、きめ細やかで利便性の高い移動支援施
策の充実。
・敬老バスカードの周知活動の強化。

(4)公共交通の整備、交通安全対策の推進
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地域包括支援
担当

30 57 ①協議体の設置

・第１層協議体と第２層協議体が連携を取り、地域の課題や資
源の把握等を進め、各協議体の機能強化等を行つつ、支え合
いの創出に向けた取り組みを実施。
・第２層協議体における生活支援コーディネーター配置に向け
た取り組みを実施。

・第１層協議体及び第２層協議体は、一部時期を
除いて休止。
・第１層生活支援コーディネーターの支援により、
新たな支え合い活動が創出。
・普及啓発として、パネル展示会を開催。また、
周知スライド・映像を作成。
・協議体活動の情報発信として、SC通信を発行。
（７回）

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、第１層協議体及び第２層協議体の開催
は、限定的だった。
・新型コロナウイルス禍に対応した形で、協
議体活動の周知及び情報発信に取り組ん
だ。
・第２層協議体における生活支援コーディ
ネーターは、配置には至らなかった。

・事業推進のためのコーディネート
機能の強化及び支え合い活動創
出と生活支援の仕組みづくりの支
援を進める。

地域包括支援
担当

31 57
②地域支え合いサポーター
の養成

・第２層協議体で、地域支え合いサポーターの養成に向けた取
り組みが広がるよう検討。
・地域支え合いサポーターの意識向上や、やりがいを持ってい
きいきと活動できるようフォローアップの仕組みを検討。

・地域支え合いサポーター養成研修：開催なし
・地域支え合いサポーター：新規登録者数５人
・意識向上・フォローアップのための研修：開催な
し

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、地域支え合いサポーター養成研修及び
意識向上・フォローアップのための研修は、
開催できなかったが、第２層協議体メンバー
等から、地域支え合いサポーターの新規登
録があった。

・第１層・第２層協議体と連携を図
りつつ、地域の支え合いの重要性
について普及啓発を行うとともに、
地域支え合いサポーターの養成や
活動支援に取り組む。

企画調整課

・高崎市社会福祉協議会等とも情報共有し連携
を深めた。
・令和2年度のボランティアフェスティバルは、新
型コロナの影響により中止。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・高崎市社会福祉協議会をはじめとする各
機関との連携を深めることで、必要な情報
を迅速に提供することができている。
・今後も、ボランティア活動に関心のある人
の多様なニーズに対応できるよう、より多く
の情報を提供できる体制の整備を図ってい
く。

・相談者の多様なニーズに対応で
きるよう、必要な情報提供体制を
関係機関と連携することで、確立し
ていく。
・ボランティア活動を通じて社会参
加への取り組みに関心を深めても
らえるよう、イベント等でボランティ
ア活動の周知、啓発に取り組んで
いく。

地域包括支援
担当

・周知スライド・映像やSC通信により、地域での
活動の周知、啓発を実施。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・社会福祉協議会など関係機関との連携、
より多く担い手につながりそうな高齢者など
への周知、啓発が課題。

・関係機関、各種ボランティアとの
連携促進。
・多種多様なボランティア活動が行
われるための情報発信、共有。

産業政策課

高齢者就労支援に関する問い合わせに対して
は、ハローワーク（公共職業安定所）やシルバー
人材センターなどの関係機関につなぎ連携を取
り合った。

Ａ Ａ Ｂ Ａ
コロナ禍の影響もあり、具体的な事業実施
には至っていないが、関係機関との連携に
ついては、従来通り行えている。

労働力人口が減少する中、高齢者
の労働力が重要視されていること
から、今後も関連機関との連携を
図り、就労支援に対する情報提供
を的確に行えるよう努めていく。

長寿企画担当

【シルバー人材センターへの運営費補助等】
■補助金額　30,175,000円
■貸付金額　10,000,000円（無利子・年内償還）
■会員数　1,577名（R3.3.31時点）
・シルバー人材センターが実施する高齢者等生
活支援（ちょこっと助け隊）事業利用者への補助
→651件（799,680円）

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

シルバー人材センターへの運営費補助額
は前年度比１５％削減したにもかかわらず、
当年度の収支を黒字決算にできたことはシ
ルバー人材センターの経営努力によるもの
と考えられる。
会員数の増加を図るため、市内すべての町
内会へ会員募集のチラシを回覧したところ、
会員数が一時1,600名近くまで迫るなど会員
数の増加につながった。

安定した経営ができるよう財政的
な支援を行うとともに、就業職種の
拡大や会員募集の周知を行い、会
員数の増加に結びつけていく。

長寿企画担当 34 59
③長寿センターの多面的活
用

・利用者のニーズ把握に努めるとともに、健康増進などの場とし
て気軽に利用できるような魅力ある施設づくりに努める。
・高齢者同士の交流にとどまらず、催し物等を通じて、多世代交
流することができる地域に開かれた施設づくりや利便性の向上
に取り組む。

コロナ禍の中、例年実施している元気づくりス
テーションや地域医療講座等の中止を余儀なくさ
れたが、感染症対策を実施しながら、柔道整復
師会等による健康増進指導教室を実施できたこ
とや、日々の嘱託看護師による体操を実施でき
た。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・コロナ禍の中ではあったが、健康増進指
導教室などを開催できたことは、高齢者の
フレイル予防の点から意義があったと考え
られる。
・長寿センター全体の年間利用者数は、休
館の影響もあるが、前年度から約５３%減少
してしまったため、今まで利用していた方が
安心して長寿センターを利用できるように、
感染症対策の徹底や事業実施の工夫に取
り組む必要がある。

既存の利用者はもちろん、これま
で長寿センターを利用してこなかっ
た方に対しても気軽に利用できる
ような環境づくりや魅力ある事業を
検討していく。

文化課
文化協会や獅子舞保存会、神楽保存会への支
援等、多くの高齢者が所属する団体への側面支
援を引き続き行うことができた。

Ａ Ａ Ｂ Ａ
コロナ禍により、「高崎市民演劇」や「伝統
民俗芸能祭り」など高齢者が多く参加する
催しが、いくつか中止を余儀なくされた。

高齢者が積極的に参加できるよ
う、多様な文化活動の場を提供す
る。

スポーツ課

市民スポーツフェスティバル、市民レクリエーショ
ン大会など、高齢者をはじめ世代を問わず参加
できるイベントを開催を予定していたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため中止となっ
た。

Ａ Ａ Ｄ Ａ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止となった。

　【R3以降方針】・高齢者が気軽に
参加できるような環境整備に努め
周知を行っていく。

中央公民館
新型コロナウイルス感染症の影響で例年の６割
程度の回数となったが、高齢者の関心の高い生
活課題等を内容に取り入れた講座を実施した。

Ａ Ａ Ｂ Ａ
高齢者の現在のニーズを踏まえた魅力的
な講座を実施するとともに、より多くの人に
参加してもらえるよう実施方法や周知の工
夫を行う必要がある。

多様なニーズに対応した講座を企
画し、周知活動を行った。より地域
での活動へと繋がるような講座を
実施していく。

施策４ 社会参加体制の整備
(1)地域での支え合いの仕組みづくり

35 60
④生涯学習・文化・スポーツ
活動の支援

・より多くの高齢者に生涯学習・文化・スポーツ等の機会を提供
できるよう、高齢者のニーズを幅広く取り入れたメニューづくりと
周知活動に取り組む。

(2)いきがいと健康づくりの支援

32 58 ①ボランティア情報の提供

・ボランティアセンターを設置している社会福祉協議会等、各関
係機関との情報共有や連携を図りつつ、より多くの高齢者がボ
ランティア活動に参加するための情報発信・提供を実施。
・ボランティア活動を通じて社会参加をするという選択肢を持っ
てもらえるようイベント等でボランティア活動についての周知、啓
発を実施。

33 58 ②高齢者の就労への支援

・市民の身近な相談窓口として、市内のハローワーク（公共職業
安定所）、県シニア就業支援センターや高崎市シルバー人材セ
ンターなどの関係機関への誘導を行う。
・シルバー人材センターが、就業職種の拡大や会員数の増加と
ともに、高齢者の生きがいの充実や社会参加の機会を確保・提
供できるよう支援を行う。また、会員が就業を通じて生活支援
サービスの担い手として活躍できるよう必要な助言等を行うとと
もに、会員数の増加を図るためにも多様化する高齢者の就業
ニーズに対応できるよう支援を行う。
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項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

長寿企画担当 36 60 ⑤長寿会活動への支援

・若手会員の加入につながるような魅力的な活動内容を検討す
るなど、長寿会の活性化に向けた取り組みを支援。
・高齢者等買物代行事業のボランティアなど、長寿会の会員が
地域包括ケアシステムの支え手として、生きがいを持って活動
できるよう長寿会への働きかけと支援を実施。

・健康増進活動や社会奉仕活動を実施する単位
長寿会に対して補助金を交付した。（246単位長
寿会：21,990,200円）
・役員のなり手不足等による解散が多いことか
ら、令和２年度より役職に応じた補助金を加算し
た。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ・単位長寿会に補助金を交付することで活
動を支えることができた。

・引き続き単位長寿会の活動に対
する支援を行う。

長寿企画担当
・ふれあい・いきいきサロンへの活動運営費補助
（１サロンあたり7,200円／360サロン）
※補助額が前年度から1割減となった。

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

コロナ禍の中、感染症対策を行った上で活
動を継続・再開した団体がある一方、サロン
の活動を中止する団体もあった。状況の確
認や課題の共有が行えたことは、今後のサ
ロン活動の更なる充実を図るうえで、大変
有意義な取り組みであったと考えられる。
設置件数も前年度と比較し、増加している
が、増加率が鈍化していることが課題であ
る。

今後もコロナの影響を受ける中
で、住民同士がつながりを持ち続
けられるように社会福祉協議会を
通じて補助金等の支援を続けるこ
とで、設置件数の更なる増加を図
る。

地域包括支援
担当

・居場所の運営に対し高齢者の居場所運営事業
補助金を交付。原則週1回以上開催の居場所12
箇所。

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ
・既存の活動（ふれあい・いきいきサロンな
ど）と共生しながら、居場所の創出ならびに
活動継続のための支援の検討が必要。

・多世代交流の場、高齢者の社会
参加の場としての居場所創出へ向
けた課題の把握と創出・活動継続
への支援。

長寿企画担当 38 62 ⑦長寿を祝う取り組み

・敬老事業が活性化し地域の高齢者とのつながりを創出できる
よう、敬老事業を実施する区長会や町内会への支援を実施。
・高齢者を敬い、長寿を祝う社会を目指すとともに、財政状況や
他市の実施状況等を踏まえつつ、敬老祝金制度のあり方につ
いて検討を行う。

・各地域で実施している敬老事業に対する補助
→補助金額：76,508,550円
・長寿のお祝いとして敬老祝金を配付した（配付
対象者数と金額）
　88歳：2,053人（25,000円）
　100歳：109人（70,000円）
　101歳以上：196人（50,000円）

Ａ Ａ Ａ Ａ

・新型コロナウイルス感染症の感染対策を
講じながら、各地域で工夫された敬老事業
を実施することができた。
・敬老祝金については、平成２５年度に対象
年齢と祝金額を見直したが、今後も増加し
続ける高齢者数に対応した敬老祝金制度
にする必要がある。

・各地域で工夫された取り組み事
例を紹介するなど、敬老事業が活
性化するよう支援していく。
・各地域で長寿を祝う体制を維持
しながら、対象年齢や祝金額、配
付方法など、敬老祝金制度のあり
方について引き続き検討する。

地域包括支援
担当

39 63
①訪問型・通所型サービス
等

・従来の介護予防訪問介護、介護予防通所介護に相当する
サービスを継続して提供するとともに、高齢者の自立支援に向
けた多様なサービスが提供できる体制の構築に向け、元気な高
齢者に、事業に関わるボランティア活動への参加を促し、支援
の担い手として社会参加することで介護予防につながる仕組み
づくりを行う。
・独居や認知症等の見守りが必要な高齢者に対して、住民ボラ
ンティアが訪問による見守りを行うなど、地域における日常生活
の支援に資する取り組み等を検討。
・新たな通いの場の創設を検討。
・高齢者配食サービスについて周知を行うとともに、適正にサー
ビスが提供されるよう配食事業者やケアマネジャー等との連携
を図る。

・訪問型・通所型サービスを実施。（訪問型：
13,236件、通所型19,557件）
・あんしんセンターや介護支援専門員、配食事業
者と連携しながら、栄養改善や見守りを目的とし
た配食のサービスを行った。（延配食数：193,504
食）

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・従来の介護予防訪問介護等に相当する
サービスとして、訪問型・通所型サービスを
実施しているが、それ以外のサービスの創
出には至っていない。
・配食サービスでは、ケアプランに位置づけ
た利用が必要なため、自立支援の視点を重
視し、必要な人にサービスが提供されるよ
う、介護支援専門員や配食事業者に対し周
知を行っていく必要がある。

・訪問型・通所型サービスを引き続
き実施。
・適正にサービスが提供されるよう
引き続き介護支援専門員や配食
事業者との連携を図り、利用者の
自立支援につなげる。
・新しいサービスについては、協議
体や地域別課題検討会議等で検
討・提案された地域住民からの意
見等を踏まえ検討する。

地域包括支援
担当

40 64 ②介護予防ケアマネジメント

・「高崎市アセスメントシート2015」を用いた適切なアセスメントと
自立支援に資するケアプランが作成できるよう研修等を実施。
・利用者の状態等に応じた「高齢者の居場所」などのインフォー
マルなサービスを含めた社会資源やサービスを活用し、適切な
支援を実施。

・あんしんセンターが委託している居宅介護支援
事業所を対象に、自立支援に資するケアプラン
作成の研修を実施。（11回　207名参加）
・すべてのあんしんセンターを対象に、直営及び
委託しているケアプランの確認を実施

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・あんしんセンターは、職員のケアマネジメ
ント力の向上とケアマネジャーの持つニー
ズや課題を把握し、課題解決のために自立
支援に資するケアプラン作成の研修会等を
開催する必要がある。

・インフォーマルなサービスを含め
た社会資源や多様なサービスを活
用した高齢者の自立支援に資する
ケアプラン作成に向け、あんしんセ
ンターは、ケアマネジャーを対象と
した研修会を実施。
・高齢者の自立支援に資するプラ
ン作成支援のため、直営及び委託
のケアプランの確認を実施する。

地域包括支援
担当

41 64
③サービス単価・利用者負
担額の設定

・サービス単価の設定にあたっては、他の介護保険サービスの
単価との均衡、サービス内容、サービス提供主体や地域の実情
などを広く勘案して、適切な単価を設定する。
・利用者負担額の設定にあたっては、他の介護保険サービスに
おける利用者負担との均衡、サービス内容、利用者の負担能
力、サービス提供主体や地域の実情などを広く勘案して、適切
な額を設定する。

・訪問型・通所型サービス、介護予防ケアマネジ
メント費については、従前の介護保険の介護予
防サービスに相当する単価を設定し、実施してい
る。

Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ
・従来の介護予防訪問介護等に相当する
サービス以外のサービスの創出には至って
いない。

・介護報酬改定等の状況に合わ
せ、必要に応じて総合事業のサー
ビス単価の見直しを行う。
・新しいサービスを創出する際は、
他の介護保険サービスの単価との
均衡等を勘案してサービス単価及
び利用者負担額を適切に設定す
る。

37 61 ⑥高齢者サロンへの支援

・高齢者サロンに対する支援を実施するとともに、高齢者自身が
自分にあったサロンを選択できるよう、多様な場の創出につい
て検討する。
・高齢者に限らず、障害者や子どもなど、多世代の交流の場とし
ての利用について検討。

施策５ 介護予防の推進

(1)介護予防・生活支援サービス事業の充実
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地域包括支援
担当

42 65 ①介護予防把握事業
・あんしんセンターの相談事業や訪問活動、民生委員や関係各
課からの情報等を活用し効果的に介護予防に結び付ける。

・あんしんセンターの相談事業や実態把握訪問、
民生委員や地域関者との関わりの中で、情報を
収集し、介護予防の必要性が高い高齢者に関わ
り、適切な情報提供や支援につなげた。
・コロナ感染症拡大防止の観点より訪問や通い
の場等での実態把握が十分にできなかった。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
・地域の現状や課題を把握し、効果的な介
護予防を進めるために、あんしんセンター
の訪問活動や地区組織、関係機関との連
携強化が必要である。

フレイル等の支援を要する高齢者
を早期に把握する体制を強化し、
把握した高齢者を住民主体等の
介護予防活動へ繋げていく。

地域包括支援
担当

・フレイル予防について周知
（広報にシリーズで掲載、ラジオ高崎に保健師や
リハビリテーション等の専門職の出演、リーフレッ
トやポケットティッシュの作成、長寿センターたよ
りにて体操等紹介、ホームページへ動画等掲載）
・介護予防教室：短期型１か所（1コース１３回の
うち１回のみ実施、他中止）
・元気づくりステーション：中止
・保健師による出前講座：中止
・パネル展：1回　健康課と合同開催
・あんしんセンターたよりの発行（174回）

Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ

・新型コロナウィルス感染拡大防止の観点
から、住民を集めての事業の開催が難しく、
一人でも取り組める介護予防に重点をおい
て、普及啓発を行った。介護を必要としない
世代にも、自分のこととして、また、家族の
こととして考えてもらえるよう周知方法を工
夫したが、今後も継続して周知を行って行く
必要がある。

・感染防止に注意しながら、地域
の実情に合わせた介護予防教室
の実施。
・フレイル、プレフレイルの高齢者
を対象とした介護予防教室、元気
づくりステーションの実施。
・介護予防について多種多様な情
報発信と場の検討。

健康課

■男性健康カレッジ　4回、延64人
■女性健康カレッジ　4回、延116人
■健康増進指導教室
　　　柔道整復師会分　12カ所、38回、延283人
　　　鍼灸師会分　12カ所、63回、延516人
■ウォーキング教室　4回、延73人
■受診後健康教室　4回、延30人
■後期高齢者健診事後指導をはじめとした各種
個別相談等の場面で介護予防活動を周知し、参
加を促した。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

健康づくり事業については、壮年期から高
齢期まで幅広い年齢層の参加があることか
ら、介護予防を意識した健康づくりの講話
や運動体験等を盛り込み、普及啓発に努め
た。
また、個別対応場面では、対象者の状況を
確認し、介護予防の必要性の高い人には、
介護予防関連事業等を周知すると共に、関
係部署につなげた。

・事業内容を工夫し、継続的に実
施していく。
・健康づくりとつながりの深い、介
護予防関連部署との連携強化を
はかる。

地域包括支援
担当

44 66
③地域介護予防活動支援事
業

・住民が運営する通いの場など、地域の身近な介護予防の場の
充実に向けて取り組む。
・高齢者だけでなく誰でも気軽に利用でき、支え合いの創出拠
点となる「高齢者の居場所」の運営を支援。
・地域で介護予防の活動ができる介護予防サポーターを養成
し、資質の向上を図る。

・介護予防サポーター養成研修（オンライン研
修）：１回（養成人数３５人）
・介護予防サポーターフォローアップ：介護予防
リーフレットの送付
・支え合いの創出拠点となる高齢者の居場所の
運営支援：12箇所

Ｂ Ｂ B Ｂ

・介護予防サポーター養成研修をオンライン
で開催。自分の好きな場所や時間で視聴が
可能なため、幅広い年齢層が受講できた。
しかし、インターネット環境がない市民は受
講ができないため、今後検討が必要であ
る。
・既存の活動（サロンなど）と共生しながら新
たな居場所の創出ならびに、活動の幅が広
がっていくための支援が必要である。

・従来の介護予防サポーター養成
研修のほかに、必要時に地域で介
護予防サポーターを養成できる体
制づくり。
・介護予防サポーターに現状に合
わせた介護予防最新情報の提
供。
・創出された居場所への参加者を
拡大することにより、社会参加を通
した介護予防の促進。
・居場所において多世代の交流を
図り、支え合い活動の創出を支
援。

地域包括支援
担当

45 66
④一般介護予防事業評価事
業

・住民が運営する介護予防の場の設置状況、介護予防サポー
ターの養成状況や新規認定者数などを把握し、定期的な介護
予防の取り組み状況に関する評価を実施。

・介護保険課と連携し、新規認定者数等を把握
・介護予防サポーターが関わっている住民主体
の通いの場：１３２箇所（うち週１回の開催５０ヵ
所）
・介護予防サポーター登録者数５５９人（新規登
録者：３３人）

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ・把握したデータを経年で評価し分析し、評
価項目の検討が必要。

・評価項目を検討し、地域別に介
護予防の取り組み状況を把握。評
価基準を明確にし必要なデータを
把握し、事業を検討。

地域包括支援
担当

46 67
⑤地域リハビリテーション活
動支援事業

・地域における介護予防の取り組みの機能強化を図るため、訪
問指導や住民が運営する通いの場、地域ケア会議などへのリ
ハビリテーション専門職等の関わりを促進。

・住民主体の通いの場等へリハビリテーション専
門職を派遣することにより、利用者だけでなくサ
ポーターがより効果的な介護予防への知識の向
上につながった。（いきいき・サロン：４回）

Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ

・コロナ禍で休止の通いの場が多く、予定通
りリハビリテーション専門職を講師として派
遣することができなかった。
・フレイル、プレフレイルの高齢者の増加が
懸念される中、より効果的な介護予防を推
進するため、リハビリテーション専門職との
連携が引き続き必要。

・リハビリテーション専門職と連携
し、通いの場等で体力測定やフレ
イルチェック等実施し、効果的に講
師派遣を実施。

(2)一般介護予防事業の推進

43 65 ②介護予防普及啓発事業
・介護予防に関する教室や催しの開催等を通じて、介護予防活
動の普及啓発を実施。
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総合
評価
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ー
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項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

地域包括支援
担当

47 68
①認知症の人の視点にたっ
た普及・啓発

・認知症に関する知識の普及・啓発だけでなく、講演会の開催
や認知症カフェ等で認知症の人と直接関わったり体験や思いを
聴く機会を設け、認知症の人が自ら語るメッセージを広く発信す
る。

■認知症の人の介護経験のある家族の声をまと
めた『こころのこえ』（冊子）の配布数　1,126件
■認知症とともに生きる希望宣言の配布数　215
件
■『意思決定ガイドライン』の周知　173件
■認知症サポーター養成講座　中止
■ふれあい・交流農業体験バスツアー　中止

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

コロナの影響を受け、令和元年度から実施
している農業体験バスツアー等多くの活動
が中止となった。そのため、認知症の人の
視点にたった普及・啓発活動は、例年に比
べ活動が出来なかった。しかし、令和元年
度作成の『こころのこえ』を1,126件配布する
など、コロナ禍でも出来る活動を行う事が出
来た。

冊子の配布など、コロナ禍でも行
える活動を中心に行っていく。
・『こころのこえ』を活用し、介護者
の声を広く発信していく。

地域包括支援
担当

48 69 ②認知症サポーターの養成

・認知症サポーター養成講座では、テキストに基づく認知症に関
する基礎知識と併せて、認知症の本人からのメッセージを伝え、
認知症の人を支えるパートナーとしての視点が持てるよう内容
を拡充し養成に取り組む。
・オレンジサポーターについては、活動内容に合わせた養成研
修を実施し、地域のニーズに柔軟に対応できるよう、認知症地
域支援推進員が連絡調整役となって活動体制を整備します。
・認知症サポーター養成講座の講師役であるキャラバン・メイト
と認知症地域支援推進員が情報共有を行い、より良い講座の
開催や運営に取り組みます。

■認知症サポーター養成講座（市民）
開催数（10回） 受講者数（115人）
■オレンジサポーター登録者数（休止者含む）
（241人）
■オレンジサポーター養成研修　中止

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

コロナの影響を受け、研修等の開催が難し
く例年より開催数・受講者数ともに減少した
が、認知症地域支援推進員の活動を紹介
するたよりの中で、認知症サポーターやオ
レンジサポーターについて掲載したり、見直
しを行ったオレンジガイドブックに掲載し、活
動について広く周知することができた。

・認知症サポーター、オレンジサ
ポーターともに実働可能な人員が
減っており、サポーターを養成する
ことが急務となっている。しかし、コ
ロナの為、令和2年度は講座、研
修を行うことが出来なかった。コロ
ナが収束次第、サポーター養成講
座等を行っていく。
・チームオレンジの構築を目指し、
オレンジサポーター養成研修の内
容について見直しを検討する。

地域包括支援
担当

49 69 ③学校における教育

・若年層に対し、認知症に関する知識の普及・啓発を推進する
ため、認知症サポーター養成講座について周知。また、学年行
事やPTA行事等の学校教育の場だけでなく、地域の行事、育成
会等においても親子で学習できるよう、関係機関に働きかけを
実施。

■認知症サポーター養成講座の周知のチラシ、
あんしんセンターによる回覧（1件）・配布数（0件)
■認知症サポーター養成講座
小学校：0校（0人）、中学校：0校（0人）、高校：0校
（0人）、大学等：1校（50人）
■夏休み期間を利用し、高崎市立中央図書館に
おいて認知症に関する展示を行った。（令和2年7
月30日（木）～8月25日（火））
パンフレット配布数　小中学生向け：7枚　オレン
ジガイドブック：23冊

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

コロナの影響を受け、研修等の開催が難し
く例年より開催数・受講者数ともに減少し
た。しかし、夏休み期間を利用した高崎市
立中央図書館での認知症に関する展示な
どを行い、コロナ禍でも出来る限りの活動を
行うことが出来た。

コロナが収束次第、事業が行える
よう、準備を行っていく。
認知症サポーター養成講座の周
知活動を行うにあたり、引き続き学
校教育の場だけでなく、地域の行
事、育成会等においても開催でき
るよう関係機関に働きかけていく。
令和3年度も引き続き、図書館展
示を行い、若年層に対する知識の
普及・啓発を推進していく。

地域包括支援
担当

50 70
①早期診断・早期対応のた
めの体制整備

・かかりつけ医への早期受診を勧めるほか、あんしんセンター
やもの忘れ相談医・認知症疾患医療センター、認知症初期集中
支援チームについて、市HPやパンフレット等を活用し、継続して
情報提供を行う。
・認知症の早期発見の体制を強化するため、継続的に高齢者と
の関わりを持つ歯科医療機関や薬局との連携体制について検
討。
・認知症カフェや認知症の人と家族の会等、生活に関する情報
交換ができる場や地域との交流の場について情報提供を行う。
・介護者からの相談への対応体制を強化するため、認知症相談
について、事業のあり方を見直す。

■初期集中支援チームについての周知
■あんしんセンター認知症相談件数
区長（20件）、家族（1,034件）、本人（485件）、民
生委員（301件）、その他（1,717件）
窓口で認知症関連のチラシを配布している。
■基幹型センター相談件数（98件)
■居宅介護支援事業所からの認知症に関する
相談（436件）
■認知症に関するページHP閲覧数（5,074件）
高崎市あんしんオレンジガイドブック・認知症ケア
パス（870件）　認知症相談(2,603件）地域での見
守り(547件)認知症の集いの場（認知症カフェ）
（727件）
■認知症カフェ　中止
■認知症カフェ運営者・多職種交流会　中止
■認知症相談件数26件のうち介護者からの相談
件数20件　毎月広報高崎で周知している。
■ふれあい・交流農業体験バスツアー　中止

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

あんしんセンターの認知症相談件数等は増
加し、在宅勤務等の影響か、家族からの相
談が増える傾向が見受けられた。
HP閲覧数については、認知症カフェの閲覧
数が令和元年度に比べて500件近く減少し
ており、コロナの影響が出たものと思われ
る。
毎月行っている市の認知症相談について
は、コロナの影響を受けることなく、例年通
りの件数となっている。

コロナで事業が出来ない中でも、
相談件数・HP閲覧数等減少するこ
とはなく、むしろ増加したことから
相談を望む市民が多くいることが
分かる。認知症関連のチラシの配
布や広報への掲載などコロナ禍で
も出来る情報提供を充実させてい
く。

地域包括支援
担当

51 71
②行動・心理症状（BPSD）や
身体合併症への適切な対応

・認知症の行動・心理症状（BPSD）の悪化による入院を防ぐた
め、症状への対応方法について周知・啓発を行い、医療・介護
の専門職に対しては、入院が必要な状態像についても周知を行
う。
・入院治療を受けた認知症の人の円滑な退院、在宅復帰、適切
な介護サービスにつながるよう、認知症疾患医療センターと関
係機関の連携強化について、認知症地域支援推進員が中心と
なって検討する。
・医療従事者に対する認知症対応力向上を支援するため、認知
症疾患医療センターや認知症看護認定看護師と研修の開催を
検討する。

■認知症疾患医療センターとあんしんセンターが
連携した件数(13件)
■認知症疾患医療センターの連携に、連携シー
トを活用した数（3件）

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

・認知症疾患医療センターと連携する際、連
携シートを活用せずに連携しているケース
がある。
・認知症地域支援推進員ネットワーク会議
への参加をきっかけに、連携を図っていく体
制づくりにつなげていく。
・介護支援専門員への研修会などの機会を
活用し、BPSDへの対処方法及び、入院が
必要な状態像についての周知ができていな
いため、引き続き周知をしていく。

左記に加え、医療従事者に対する
認知症対応力向上を支援するた
め、県等が行う研修を周知してい
く。

【基本方針】Ⅱ　認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進

施策１ 認知症施策の推進

(1)認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

(2)認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
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地域包括支援
担当

52 71
③認知症の人の生活を支え
る介護の提供

・あんしんセンターの認知症地域支援推進員が中心となり、介
護保険施設等に相談があった事例について情報を共有し支援
する。
・認知症カフェが認知症への理解や本人家族の支援を目的とし
た交流の場として、継続的な活動ができるよう支援する。
・認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修につい
て、ケアの資質向上に向けて多くの職員が参加できるよう、事
業所に広く周知する。

■地域密着型サービス事業所と連携した件数
（22センター、173件）、介護保険施設と連携した
件数（18センター、213件）
■認知症カフェ運営者・多職種交流会　中止
カフェ運営者同士や他職種と連携し、認知症カ
フェの充実を図ることをを目的に交流会。

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・地域密着型サービス事業所や介護保険施
設と連携して支援したあんしんセンター数、
事例数から、地域とつながりを持って暮らし
ていくという意識が広がっていることがわか
るため、さらに連携していく必要がある。

・引き続き、地域密着型サービス
事業所や介護保険施設等に相談
があった事例について情報を共有
し、連携して支援していく。
・認知症カフェが開催出来る状況
になったら、令和元年度に認知症
カフェに協力できると回答があった
専門職との連携を強化していく。

地域包括支援
担当

53 72
④人生の最終段階を支える
医療・介護等の連携

・早期の段階から今後の生活についての希望を把握し、人生の
最終段階を支える医療・介護等についても意思決定ができるよ
う、支援方法について検討する。

■「意思決定ガイドライン」の周知　173件

■ACP（人生会議）の周知　674件
Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ

・意思決定ガイドライン、ACPの周知は、例
年認知症カフェやサロン等の機会を利用し
本人や家族、民生委員や区長への周知の
他、ケアマネや介護サービス事業所等へ
行ってきたが、令和2年度は周知が難しく、
例年の半分ほどの件数となった。
・認知症地域支援推進員からオレンジサ
ポーターに意思決定ガイドラインについて周
知を行った。

・引き続き、本人や支援者に周知
を行っていく。

地域包括支援
担当

54 72
⑤医療・介護等の有機的な
連携の推進

・認知症ケアパスの活用の促進及び不足しているサービスの創
出。
・多職種が協働して適切な認知症ケアが提供できるよう研修等
の企画に活かす。

■認知症ケアパスの市ホームページの閲覧数
（870件）
■窓口相談等でのケアパスの活用件数（36件）
■認知症に関する支援をまとめた「オレンジガイ
ドブック」配布数（690冊）
認知症の相談や実態把握訪問、ケアマネや民生
委員との情報交換の場で配布。
■認知症ケアパスの見直しを行った。

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
・認知症ケアパスを窓口相談等の相談の場
で活用している件数が少ないため、今後も
周知していく。

・認知症ケアパスについて周知、
活用していく。

地域包括支援
担当

55 73
①若年性認知症の人やその
家族への支援

・認知症サポーター養成講座を様々な職域において開催し、相
談や受診につなげられるよう普及啓発を行う。
・雇用や障害福祉サービスなど様々な制度や支援に携わる者
が関係機関の役割を把握し、連携を図ることができるよう高崎
市版の支援者に向けた資料を作成する。
・若年性認知症支援コーディネーターと連携を図る。
・若年性認知症と診断された人や家族に、医療機関や地域包括
の窓口等を通じて若年性認知症支援のハンドブックを配布。
・認知症カフェ等を通じて、若年性認知症の人のニーズを把握
し、本人や家族の視点に立った取り組みを検討。

■認知症サポーター養成講座（企業・職域）
開催数（8回）
受講者数（97人）
■若年性認知症支援者ハンドブック配布数（80
冊）
配布元の高齢者あんしんセンタセンター（5ヶ所）
■若年性認知症支援コーディネーターとの連携
（1件）
■若年性コーディネーター事例報告を計画した
が、コロナ禍のため中止

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・コロナ禍のため、認知症サポーター養成
講座の開催数は大幅に減少し、養成者数も
減少している。
・ハンドブックの配布数、配布したあんしん
センターともに減少した。
・若年性コーディネーターとの連携数が少な
いため、活動内容や依頼方法等についてあ
んしんセンターへの周知の機会もコロナ禍
のため中止となり、次年度以降実施できる
よう計画している。

・認知機能が低下してきてもできる
ことを可能な限り続けながら適切
な支援を受けらえるよう企業への
認知症サポーター養成講座を実施
したり、若年性認知症支援者ハン
ドブックの配布や専門相談窓口を
周知し、若年性認知症支援コー
ディネータ―と連携して支援してい
く。そのため、若年性認知症支援
コーディネーターの事例報告や依
頼方法等についての研修をあんし
んセンター職員向けに計画してい
く。

地域包括支援
担当

56 74
①生活と介護の両立を支援
する取り組み

・介護者の負担を軽減するため、認知症初期集中支援チームに
ついて周知を行い早期診断・早期対応を行う。
・介護SOSサービスの周知を行う。
・認知症の人や家族が参加しやすい認知症カフェのあり方につ
いて、本人・家族・関係者等と検討する。

■認知症初期集中支援チーム相談件数：新規9
件（全て家族からの相談）、継続11件、終結9件
会議開催：9回
医師のアウトリーチ１件
■あんしんセンターへの事例報告会を計画した
が、コロナ禍のため中止

■認知症カフェ運営交流会（多職種連携）　コロ
ナ禍のため開催中止

Ｂ Ｂ Ａ Ｂ

・初期集中支援チームへの相談件数は前
年度に比べて増えた。支所地域のあんしん
センターからの依頼も３件あり、会議の開催
時間を勤務時間外から勤務時間内に変更
したことで会議への参加しやすさにつながっ
たと考えられる。
・長年受診拒否のケースに対し、医師のア
ウトリーチが実施できたケースが１件あり、
今後も引き続き必要なケースに対しては、
アウトリーチを実施できるようチーム員、あ
んしんセンターと連携を図りながら支援して
いく。
・昨年度診断直後の人への支援としてチー
ム員が介入する新たなルートについて認知
症サポート医への説明が全員にできていな
いため、引き続き次年度も実施していく必要
がある。
・前年度に今後認知症カフェに参加できると
回答して頂いた多職種の一覧を作成した
が、コロナ禍の影響で、認知症カフェが中止
となっており、運営者の交流会の開催もでき
なかったため活用できていない。

・引き続き、初期集中支援チーム
の会議時間は現在の時刻の開催
を継続し、必要なケースに対して
は医師によるアウトリーチも実施し
ていく。
・診断直後の人への支援について
認知症サポート医への周知を引き
続き実施することや、あんしんセン
ターの職員に対してチーム員の事
例報告を通して、早期診断・早期
対応の強化や地域での生活を支
える介護・医療のサービスにつな
がるよう支援していく。
・コロナ禍が開けた際には、認知
症カフェを関係機関と連携しながら
日常生活支援や家族支援を行っ
ていく。

(3)若年性認知症施策の強化

(4)認知症の人の介護者への支援
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Ｒ２年度事業　評価コメント（課題等）
第７期計画における事業の総括
（次年度における取り組みなど）

担当 No
ペ
ー

ジ
項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

地域包括支援
担当

57 75 ①生活の支援（ソフト面）

・地域や世代を限定せずに誰でも参加ができる身近な集える場
所の設置の推進。
・【Ⅰ-2-(2)日常生活の支援】参照
・【Ⅰ-4-(2)いきがいと健康づくりの支援】参照

■認知症カフェの数（41ヶ所）
【参考】H31年度　39か所　2件/年増加
■認知症カフェの運営支援に携わったオレンジ
サポーターの活動件数（延109件）

Ａ Ａ Ｂ Ｂ

・認知症カフェの数は前年度より増えている
が、コロナ禍で中止となっていたカフェが多
く、オレンジサポーターの活動も件数が大幅
に減少した。
・認知症地域支援推進員の活動を紹介する
たよりの中で、認知症カフェについて周知し
たり、見直しを行ったオレンジガイドブックに
掲載し、活動について広く周知することがで
きた。

今後も認知症カフェ運営者の交流
の機会を設け、取り組みを拡充し
ていきます。また、一昨年度の認
知症カフェ運営者・多職種交流会
に参加し、今後の認知症カフェへ
協力できると回答した専門職と連
携しながら認知症の発症遅延や発
症リスクの提言、早期発見・早期
対応につなげていきたい。
・「チームオレンジ」構築に向けて
の検討を行っていく。

地域包括支援
担当

58 75
②生活しやすい環境（ハード
面）の整備

・【Ⅰ-3-(3)高齢者の住まいの確保と住環境の整備】参照
・【Ⅰ-3-(4)公共交通の整備、交通安全対策の推進】参照

・【Ⅰ-3-(3)高齢者の住まいの確保と住環境の整
備】参照
・【Ⅰ-3-(4)公共交通の整備、交通安全対策の推
進】参照

- -

地域包括支援
担当

59 76 ③就労・社会参加支援
・【Ⅰ-4-(2)いきがいと健康づくりの支援】参照
・【Ⅱ-1-(3)若年性認知症施策の強化】参照

・【Ⅰ-4-(2)いきがいと健康づくりの支援】参照
・【Ⅱ-1-(3)若年性認知症施策の強化】参照

- -

地域包括支援
担当

60 76 ④安全確保

・オレンジサポーターによる見守り活動について、周知を行い地
域での見守り体制の拡充を図る。
・はいかい高齢者救援システムについて、様々な周知活動を行
う。
・市HPや認知症サポーター養成講座等で安心ほっとメールの登
録を推進し、はいかい高齢者救援システムと合わせて周知す
る。
・ラジオ高崎、防災無線を通じて行方不明者の情報を発信し、早
期発見できるよう継続して取り組む。
・【Ⅰ-1-(2)権利擁護の取り組みの充実】参照
・【Ⅰ-3-(2)ひとり暮らし高齢者等への支援】参照
・【Ⅰ-3-(4)公共交通の整備、交通安全対策の推進】参照

■安心ほっとメール見守り情報登録件数Ｒ3.4.1
現在（21,390件）【参考】R2.4.1現在（19,566件）
1,824件増/年
■オレンジサポーター見守り件数（延1,287件）
【参考】H31年度（延2,397件）
見守りプランでの見守りだけでなく、散歩や買い
物の行きかえりの機会に声をかけるなどの活動
含む。
■GPS機器貸出し台数：265台、通報・保護件数：
1052件（Ｒ3.3末累計）

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・安心ほっとメールの登録者数は年々増え
ている。例年市民向けの認知症サポーター
養成講座で周知をしているが、R2年度は開
催が少なかったため、周知の機会も減少し
た。
・コロナ禍であり、オレンジサポーターの活
動について周知の機会は少なくなっている
が、R２年度作成した推進員たよりで周知す
ることはできた。見守り等の活動は減少して
おり、例年通りの活動はできていない。

・市民向けの認知症サポーター養
成講座受講者に対し、オレンジサ
ポーターの登録や、安心ほっと
メールの登録についての周知を行
う。
・見守りプランについては利用件
数が少ないため、引き続き地域や
ケアマネジャーへの周知を行って
いく。

地域包括支援
担当

61 77
①ソフト面での関係機関との
協力

・市民の認知症予防のために、大学や研究機関の認知症予防
の取り組みに参加するなど積極的に協力し、研究成果の普及
推進に努める。

国や大学、研究機関のアンケート調査に積極的
に協力した。 Ａ Ａ Ａ Ａ

引き続き、国や大学、研究機関の認知症予
防の取組みに協力し、成果物についても関
係機関に周知していく。

同左

地域包括支援
担当

62 77
①認知症の人の視点にたっ
た取り組み

・認知症の人やその家族のニーズを把握し、認知症の人や家族
の視点に立った取り組みを検討する。
・認知症の人の生きがいにつながるような取り組みを推進する。

No.47に同じ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・『本人ミーティング』をR2年度に開催する予
定で計画していたが、コロナ禍での開催は
難しいため、次年度の開催に向けて推進員
たよりを作成し、本人ミーティングについて
の周知を実施した。推進員たより１号から３
号まで作成。関係機関（医療機関、歯科医
療機関、薬剤師会、地域密着型連絡協議
会、家族の会、群馬県介護支援専門員協
会、医療介護連携相談センター等）へ配布
し、周知を依頼した。

・本人の声を発信する機会として、
『本人ミーティング』開催に向けて
準備をしていく。
「認知症とともに生きる希望宣言」
「本人にとってのよりよい暮らしガ
イド」「本人座談会（DVD）」や介護
者家族の声を集めた「こころのこ
え」を周知していく。

(5)認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

(6)認知症の予防法等の研究開発及びその成果の普及の推進

(7)認知症の人やその家族の視点の重視
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項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

福祉施設担当 63 78
①運営推進会議への取り組
み

・サービスの質の向上に資するため、市やあんしんセンターの
職員が運営推進会議に参加し、必要な助言や情報提供を行う。
・感染症対策、事故防止対策及び災害対応等についての意見
交換を実施するなど、サービスの質の向上に努める。

新型コロナウイルスの影響により、運営推進会
議が書面開催や中止となったため、会議への出
席はほぼなかった。事業所からの会議録の確認
により各事業所の状況の把握に努めた。

Ａ Ａ Ｂ Ａ
新型コロナウイルスの感染防止のため対面
での会議は自粛となった。書面開催の場合
には議事録をよく確認し、意見があれば送
付した。

リモートでの参加など、コロナ渦で
の会議の実施方法を模索してい
く。

地域包括支援
担当

64 78
②ケアマネジャーの質の向
上

・ケアマネジメント能力向上に向けた地域ケア個別会議を開催
し、ケアマネジャーへの支援を実施。
・ケアマネジャーのニーズに応じた研修会等を開催。

・あんしんセンターがケアマネジャーから受けた
個別相談件数（延べ10,134件）
・過去3年分の地域ケア会議報告書を作成し、
ホームページに掲載の他、居宅介護支援事業所
へ周知した。
・No.40参照

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
介護予防のための地域ケア会議は開催で
きなかったが、関係者間の課題の共有や地
域ケア個別会議に参加したことないケアマ
ネジャーへの情報提供として実施できた。

・ケアマネジャーのニーズや課題
解決のための研修会の開催や処
遇困難ケースにおける相談支援を
実施。
・地域ケア会議等活用し、ケアマネ
ジャーが自立支援に向けたケアプ
ラン作成できるよう支援する。

長寿企画担当 65 79 ③介護職員の人材確保
・国、県に対して補助金等の財政支援を要望。
・高崎市独自の支援方法について検討。

・国や県に対して要望を行った。
・国や県の人材確保に関する取組を事業者へ周
知した。
・市独自の取組について検討を行った。（令和３
年度から新規事業を実施）

Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ

多様な人材の介護分野への参入を支援す
るため、令和３年度から県の基金を活用し
た「介護に関する入門的研修」を実施するこ
ととなった。
研修内容の検討や円滑な実施が課題。

７期計画で目標として掲げた「市独
自の支援方法の検討」の結果、令
和３年度から新規事業「介護に関
する入門的研修」を実施することと
なった。
令和３年度では、当事業の円滑な
実施に努めるほか、引き続き国や
県と連携して介護業界の人材確保
に取り組む。

福祉施設担当 66 80
①介護サービス事業所の指
定

・要介護状態になっても、自宅等で自分らしい暮らしを続けるこ
とができるよう、サービス等の多様化を目指す。
・各地域において必要とされるサービスの充実を図るため、地
域ごとの需要を見極めながら、介護サービス事業所の適正配置
について検討を行う。

指定件数
居宅サービス：15
地域密着型サービス：6
施設サービス：1
居宅介護支援：5
介護予防支援：0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 事業所の申請に基づき人員及び設備基準
を遵守し指定を行った。

事業所の事前相談時に地域の
ニーズや利用見込等、必要な確認
を行い適切な指定に努める。

指導監査課 67 80
②介護サービス事業者等へ
の指導監査

・法令等に基づく適正運営及び高齢者一人一人の人格を尊重し
たケアが行われるよう、定期的な実地指導及び集団指導を実
施。
・関係部署との連携体制を強化。
・事業者による指定基準違反や虐待が発覚した場合には、指定
の取り消しを含む厳正な処分を行うとともに、再発防止に向けた
改善勧告や改善命令を行う。

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定期
実地指導の実施を見合わせた。また、集団指導
は一部集合形式での開催に代えて、資料の配布
を行った。
・重大性、緊急性のある事案について、関係部署
と連携して速やかに調査を実施し、指導を行っ
た。

Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ

・新型コロナウイルス感染拡大のリスクを考
慮すると、特に実地指導の実施については
慎重にならざるを得ず、計画的な実施は困
難だった。
・今後の状況により、手法の見直しや代替
手段の検討を行う必要がある。

・関係部署との連携のもと、緊急事
案等に対してはおおむね適切に対
処できた。
・これまでの継続した指導監督に
より、大部分の事業者において適
正な運営が確保されているものと
考えられるが、実地指導の見合わ
せ等による影響を考慮し、より効
率的かつ効果的な指導手段につ
いて研究していく。

介護保険課 68 81 ①低所得者等への支援 ・低所得者等への支援に取り組む。 ■居宅サービス利用者助成：136人 Ａ Ａ Ａ Ａ ・介護が必要な低所得者に対し、一定の支
援を図れた。

引き続き、低所得者への支援に継
続して取り組む。

介護保険課 69 81
②短期入所サービス費助成
金の支給

・安定した事業の継続に取り組む。

■短期入所サービス費助成金利用者：延利用者
数479人
要支援1：4人、要支援2：11人、要介護1：140人、
要介護2：189人、要介護3：74人、要介護4：36
人、要介護5：25人

Ａ Ａ Ａ Ａ ・概ね目標どおりに業務を遂行することがで
きた。

引き続き、事業の適正化に努め
る。

介護保険課 70 82 ③介護者支援の充実

・認知症の人を支える家族のつどいを継続して実施するほか、
介護知識や介護技術などの習得を目的とした教室や介護相談
会を実施。
・在宅ねたきり高齢者等介護慰労手当の事業継続を図りつつ、
支給要件や支給金額などについて見直しの検討を行う。

■在宅介護慰労金手当：\34,350,000（569人） Ａ Ａ Ａ Ａ ・概ね、実施することができた。
市民および事業所に対し広報啓発
が行えるよういろいろな広報の方
法を検討していきたい。

(2)事業者支援・指導体制の充実

(3)介護サービス利用者・介護者への支援

【基本方針】Ⅲ　制度の持続可能性を考慮した質の高い介護サービスの推進
施策１ 介護サービスの充実強化
(1)介護サービスの質の向上
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評価
(H30)

評価
(R１)

評価
(R２)

総合
評価

Ｒ２年度事業　評価コメント（課題等）
第７期計画における事業の総括
（次年度における取り組みなど）

担当 No
ペ
ー

ジ
項目 項目の目標 Ｒ２年度事業　実施内容・実績

介護保険課 71 83
①制度に関する広報活動の
充実

・介護保険利用の手引きの発行を行うとともに、広報高崎や市
HPなどを活用し広く市民および事業者に対して広報啓発を行
う。
・あんしんセンターによる訪問活動や介護予防事業などを通じ、
介護保険制度に関する周知活動を行う。

・介護保険利用の手引き作成
・広報高崎への記事掲載

Ａ Ａ Ａ Ａ ・概ね、実施することができた。
市民および事業所に対し広報啓発
が行えるよういろいろな広報の方
法を検討していきたい。

介護保険課
・介護保険利用の手引き作成
・事業所一覧の作成

Ａ Ａ Ａ Ａ ・概ね、実施することができた。

介護サービス事業所に対し利用者
が主体的に介護サービスを選択す
ることができるよう市HPへの掲載
等を行い情報提供を行なっていき
たい。

福祉施設担当
高崎市内の指定居宅サービス事業所一覧を届
出があったとき、随時修正や追加を行った。 Ａ Ａ Ａ Ａ

指定居宅サービス事業所一覧への掲載や
ホームページ上に群馬県へのリンクをはり、
群馬県介護サービス情報公表システムの
利用促進を図った。

引き続き利用者への情報提供を
行っていく。

介護保険課 73 84 ①要介護認定の適正化
・研修会の開催や審査結果の分析、情報提供を行い、要介護認
定の適正化と平準化を図る。

・認定調査員向けの厚労省オンライン研修受講
支援、受講結果の分析と情報共有他。
・審査会便り作成（1回）認定統計結果の伝達と
共有。

Ａ Ａ Ａ Ａ コロナ禍の中で可能な研修形態で実施し
た。

・各種データを分析し、調査員や審
査会委員に伝達し情報共有に努
め適正化を継続して実施していき
たい。

介護保険課 74 84 ②ケアプランの点検強化

・高崎市ケアプラン適正化事業実施計画に基づき、不適切な
サービス提供の疑いのある事業所を中心に、重点的な点検・指
導を行う。
・ケアプランの点検を行う職員体制を充実させるとともに、市の
指導監査部署との連携の強化を図り、悪質な事業者や法令違
反に対する指導・改善に取り組む。
・ケアプランの点検の精度を高めるための取り組みを行う。

ケアプランチェック実施数：121件（50事業所） Ａ Ａ Ａ Ａ
複数人体制で、適切にケアプランチェックを
実施できた。また、ケアプラン分析システム
を活用し、指導監査課とも情報共有を図っ
た。

第7期計画期間に市内の全事業所
を点検することができた。

介護保険課 75 85 ③給付の適正化

・国保連合会介護給付適正化システム等を活用し、事業者によ
る不適切なサービス提供や請求誤りの解消に向けた取り組み
を強化。
・給付実績の点検の結果をケアプラン点検に活用する等、より
多角的な観点からの適正化を推進する。
・住宅改修等における書面審査に加え、実地による確認や利用
状況等の確認を行う。
・福祉用具を貸与する際、全国平均貸与価格と事業者の貸与価
格を提示するよう指導する。
・介護保険給付費に関する明細書を定期的に送付する。

・国保連合会介護給付適正化システム等の活用
した適正化過誤件数：171件
・住宅改修実地調査件数：52件
・福祉用具購入実地調査件数：21件
・介護給付費明細通知を年2回（10/1、3/31）送
付

Ａ Ａ Ａ Ａ 計画どおり業務を進めることができた。

引き続き被保険者自らが介護保険
の利用状況について自己点検でき
るよう年２回介護給付費明細通知
を送付する。また、実地調査も引き
続き行うとともに、トリトンモニター
（適正化支援システム）を用いた適
正化事業を推進していきたい。

福祉施設担当 76 86 ①介護保険３施設 ・特別養護老人ホーム等の施設整備を行う。
特別養護老人ホーム等の公募を行い、当年度中
に２５床整備し、次年度中に２９床整備することと
した。

Ａ Ａ Ａ Ａ 事業者の状況や需要を見極めつつ事業選
定を行った。

需給のバランスを見極め、整備方
針を検討することとする。

福祉施設担当 77 87
②認知症高齢者グループ
ホーム

・日常生活圏域ごとの需要などを考慮し、認知症高齢者グルー
プホームの整備を行う。

公募を行い、９床整備することとした。 Ｂ Ａ Ａ Ａ 事業者の状況や需要を見極めつつ事業選
定を行った。

需給のバランスを見極め、整備方
針を検討することとする。

福祉施設担当 78 88 ③特定施設 ・特定施設の整備を行う。 公募を行い、１２２床整備することとした。 Ａ Ａ Ａ Ａ 事業者の状況や需要を見極めつつ事業選
定を行った。

需給のバランスを見極め、整備方
針を検討することとする。

福祉施設担当 79 88 ④介護医療院の整備
・慢性期の医療・介護ニーズの動向を考慮しながら、必要に応じ
て介護医療院の整備を行う。

介護療養型医療施設からの転換で、１９床整備。
また、需給を見極めつつ継続して整備することと
する。

Ｂ Ｂ Ａ Ａ 介護医療院へ転換予定の事業所と調整し、
予算措置や指定の準備を進めた。

引き続き需給を見極めつつ、継続
して整備することとする。

介護保険課 80 89
⑤重度者における施設入所
の推進

・要介護１または２の人の申し込みがあった場合は、申込者等
の状況に応じて、適切な意見を施設に伝達する。

施設からの意見照会44件中
入所への同意43件、不同意1件

Ａ Ａ Ａ Ａ 施設からの意見照会に対し、適切に対応し
た。

判定基準に基づき、適切に対応で
きた。他市の状況も把握できるとよ
い。

(2)介護給付の適正化の充実強化

施策３ 特別養護老人ホーム等の施設整備
(1)特別養護老人ホーム等の施設整備計画

施策２ 介護給付費の適正化
(1)広報・情報提供の充実

72 83
②介護サービスに関する情
報の提供

・利用者が主体的に介護サービスを選択することができるよう、
市内の介護サービス事業所に関する情報提供を行う。
・群馬県介護サービス情報公表システムや外部評価情報の積
極的な利用促進を図る。
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69 Ａ 24 34.8% 28 40.6% 16 23.2% 22 31.9%

Ｂ 43 62.3% 38 55.1% 45 65.2% 45 65.2%

Ｃ 1 1.4% 1 1.4% 4 5.8% 1 1.4%合計

Ｄ 1 1.4% 2 2.9% 4 5.8% 1 1.4%

14 Ａ 2 14.3% 2 14.3% 2 14.3% 1 7.1%

Ｂ 9 64.3% 10 71.4% 10 71.4% 11 78.6%

Ｃ 3 21.4% 2 14.3% 2 14.3% 2 14.3%合計

Ｄ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

19 Ａ 12 63.2% 14 73.7% 14 73.7% 15 78.9%

Ｂ 6 31.6% 4 21.1% 4 21.1% 4 21.1%

Ｃ 1 5.3% 1 5.3% 1 5.3% 0 0.0%合計

Ｄ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

102 Ａ 38 37.3% 44 43.1% 32 31.4% 38 37.3%

Ｂ 58 56.9% 52 51.0% 59 57.8% 60 58.8%

Ｃ 5 4.9% 4 3.9% 7 6.9% 3 2.9%合計

Ｄ 1 1.0% 2 2.0% 4 3.9% 1 1.0%
※「総合評価」とは、計画期間３ケ年における目標の達成状況を総合的に評価したものです。

施策別評価集計表（高齢者福祉計画・第7期介護保険計画）

平成30年度

【基本方針】Ⅰ　誰もが安心して暮らせる地域社会の推進

【基本方針】Ⅱ　認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進

【基本方針】Ⅲ　制度の持続可能性を考慮した質の高い介護サービスの推進

合計

令和元年度 総合評価 ※令和2年度



【基本方針】Ⅰ 元気に生きがいを持って暮らしていくために
【施策】1 健康づくり・介護予防の推進
（1）健康づくりの推進（P.38）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

健診受診率 ％ 37 40 43 45

実施者人数 人 635 800 900 1,000

実施回数 回 1,707 1,800 1,900 2,000

― ― ― ― ― ―

（２）介護予防の推進（P.39）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

養成回数 回 1 1 1 1

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

3
関係団体と連携した講
座等の開催

健康増進指導教室や健康相談等を実施する。 健康課

2
健診結果に応じた指
導・訪問

健診結果に応じた保健指導や重症化予防訪問を実施
する。

健康課

1
各種健（検）診事業の
実施

特定健康診査や各種がん検診等を実施する。 健康課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

4
高齢者の保健事業と介
護予防の一体的な事業
実施

介護予防の取り組みと連携し、高齢者に対する個別
的な支援や通いの場等での健康教育や健康相談を実
施する。

健康課

6 介護予防普及啓発
介護予防フェスティバル、元気づくりステーショ
ン、介護予防教室、介護予防の講話などを実施す
る。

地域包括支
援担当

評価
評価指標（単位） 

5 介護予防把握事業

高齢者あんしんセンターの積極的な訪問活動や⺠生
委員等関係機関との連携により把握した情報等を活
用して、閉じこもり等の何らかの必要な支援を要す
る高齢者を早期に把握し、住⺠主体等の介護予防活
動へつなげる。

地域包括支
援担当

7 地域介護予防活動支援
・住⺠⾃⾝が地域で社会参加できる機会を増やす。
・介護予防サポーターの養成と継続して活動ができ
るための支援を行う。

地域包括支
援担当

第８期高齢者あんしんプランの評価シート（案）について

資料２R3.7.29

第1回 介護保険運営協議会
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【施策】２ いきがいづくりと高齢者サロンへの支援
（1）いきがいづくりの支援（P.41）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

ボランティアフェスティバル来場者等数 人 700 900 950 1,000

公⺠館の高齢者向けボランティア講座の
延べ参加者数

人 80 70 80 90

こだま音楽会の演者の高齢者以外の世代
の割合

％ ― 10 10 10

市⺠スポーツフェスティバル参加人数 人 2,000 2,000 2,000 2,000

高齢者が参加できる講座を実施した公⺠
館数

館 45 45 45 45

⻑寿会数の減少の改善 団体 13 10以下 10以下 10以下

実施している地域の割合 ％ 100 100 100 100

⻑寿センターの施設数 施設 12 12 12 12

13
⻑寿センターの利用促
進

より多くの高齢者等が健康増進などの場として気軽
に利用できるよう、多様化する高齢者のニーズに合
わせた催し物の実施や施設の利便性の向上に取り組
む。

⻑寿企画担
当

12 ⻑寿を祝う取り組み
地域の高齢者とのつながりを創出できるよう、区⻑
会や町内会への支援を実施する。

⻑寿企画担
当

11 ⻑寿会活動への支援
生きがいや健康づくり、地域の支え合い活動の促進
につながるよう、⻑寿会活動を支援する。

⻑寿企画担
当

中央公⺠館

スポーツ課10
生涯学習・文化・ス
ポーツ活動の支援

若いうちからの活動の習慣化や世代を超えた交流の
促進など、幅広い高齢者のニーズを取り入れた事業
の実施と周知活動に取り組む。

文化課

中央公⺠館

9
ボランティア活動の支
援

・ボランティアセンターを設置する社会福祉協議会
と連携し、ボランティア情報を発信する。
・地域の公⺠館で高齢者向けボランティア講座等を
開催する。

企画調整課

⻑寿企画担
当

評価指標（単位） 

8 高齢者の就労への支援
市内のハローワーク（公共職業安定所）、県シニア
就業支援センターや高崎市シルバー人材センターな
ど関係機関へ誘導する。

産業政策課
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（2）高齢者サロンへの支援（P.42）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

通いの場把握数 箇所 459 480 500 520

― ― ― ― ― ―

高齢者の居場所新規開設数 箇所 3 3 3 3

― ― ― ― ― ―

【基本方針】Ⅱ 住み慣れた地域で暮らしていくために
【施策】１ 安心して暮らせるまちづくりの推進
（1）高齢者あんしんセンターの充実（P.44-45）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

高齢者あんしんセンター数 件 29 29 29 29

評価
評価指標（単位） 

18 総合相談機能の充実

・高齢者あんしんセンターが、積極的な訪問活動を
継続して実施し、地域の高齢者の実態を把握すると
ともに、高齢者に寄り添った支援を行う。
・高齢者あんしんセンターの運営について、点検・
評価を実施する。
・結果を踏まえ、翌年度に向けた方針や改善策等を
確認するとともに、地域の実情や高齢者人口等を踏
まえて、センターの運営・体制・機能の充実を図
る。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

17
ふれあい・いきいきサ
ロンへの支援

社会福祉協議会と連携し、ふれあい・いきいきサロ
ンの活動を支援する。

⻑寿企画担
当

16
高齢者の居場所づくり
の支援

高齢者の⾃⽴支援を促進し、住⺠同⼠のつながりや
支え合いの創出拠点として、地域や世代を限定せず
に誰もが⾃由に参加できる高齢者の居場所づくりを
支援する。

地域包括支
援担当

15
通いの場への専門職派
遣

医療専門職等と連携し、住⺠主体の通いの場へ専門
職を派遣し、その活動が効果的な介護予防の取り組
みへつながるための支援を行う。

地域包括支
援担当

14 通いの場の把握と周知
住⺠主体の通いの場を把握し、地域住⺠への周知を
行う。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 
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― ― ― ― ― ―

地域ケア会議開催数 件 35 40 40 40

― ― ― ― ― ―

（2）権利擁護等への取り組みの充実
①成年後見制度の利用促進（P.46）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

成年後見啓発セミナー開催回数 回 1 1 1 1

― ― ― ― ― ―

市⺠後見人フォローアップ研修 回 4 6 6 6

24 市⺠後見人の活動支援

・市⺠後見人候補者が案件を適切に受任するための
調整を行う。
・市⺠後見人のスキル維持のためのフォローアップ
研修を実施する。

地域包括支
援担当

23 相談支援体制の強化
・専門職団体との情報交換会を設置・連携し、市⺠
が専門職へ相談しやすい体制の構築を図る。
・本人や親族が申⽴手続きをする際の支援を行う。

地域包括支
援担当

22 普及啓発活動の実施 成年後見制度の普及啓発を図る。
地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

21
地域や関係諸機関との
協力体制の構築

・高齢者あんしんセンターは、域住⺠と連携を深め
るとともに、地域支援ネットワークの構築に努め
る。
・また、高齢者だけでなく障害者や子育てに関する
複合的な課題を抱えた世帯に対して、障害者ＳＯＳ
センターやこども救援センター等と連携して支援を
行う。

地域包括支
援担当

20 地域ケア会議の推進

・「地域ケア個別会議（随時型）」、「介護予防の
ための地域ケア個別会議（定期型）」、「地域別課
題検討会議」を開催する。
・会議で把握した市全域で対応が必要な課題につい
て、高崎市介護保険運営協議会等で検討する。

地域包括支
援担当

19 センター間の連携強化
基幹型センターは、地域の課題や目標をセンター間
で共有しながらセンターが相互に連携する効果的な
取り組みを推進する。

地域包括支
援担当
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― ― ― ― ― ―

②消費者被害・特殊詐欺被害防止の推進（P.46）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

出前講座の開催及び啓発資料の配布 回 8 5 5 5

講演会等の実施 回 3 3 3 3

助成件数 件 ― 250 250 250

③高齢者虐待防止への取り組み（P.47）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

研修会等開催数 回 1 1 1 1

29
支援体制の機能強化と
充実

・⺠生委員、警察や介護事業者等関係機関との連携
や協力体制の構築を図る。
・高齢者あんしんセンター等に対する研修を実施す
る。
・高齢者虐待対応マニュアルに基づき、基幹セン
ターとあんしんセンターが連携して早期に対応す
る。

地域包括支
援担当

28 普及啓発活動の実施
・高齢者あんしんセンターや警察等の関係機関や各
地区の関係者等と連携を図りつつ、チラシやパンフ
レットなどを配布する。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

27
特殊詐欺対策電話装置
等の購入助成

特殊詐欺防止機能が付いた電話装置等の購入に対し
て助成する。

防犯・⻘少
年課

防犯・⻘少
年課

市⺠生活課

評価
評価指標（単位） 

26 普及啓発活動の実施

・高齢者あんしんセンターや警察等の関係機関、各
地区の関係者等と連携を図りつつ、出前講座や講演
会などの開催、チラシやパンフレットなどの配布を
行う。

⻑寿企画担
当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

25
経済的困難者に対する
費用助成

成年後見制度利用支援事業による申し⽴て費用等を
助成する。

地域包括支
援担当
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（３）地域での支え合いの仕組みづくり
①生活支援体制の整備（P.48）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

情報交換会開催数 回 1 1 1 1

地域支え合いサポーター養成講座開催数 回 2 3 3 3

②見守り活動の充実（P.49）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

事業助成 件 3 3 3 3

地区⺠児協会⻑会の実施 回 12 12 12 12

ひと声かけ運動等を実施している地区の
割合

％ 100 100 100 100

― ― ― ― ― ―

34 ⺠間事業者等との連携
⺠間事業者や警察等と連携し、地域全体で高齢者を
見守る体制づくりに取り組む。

社会福祉課

⻑寿企画担
当

33 ⺠生委員との連携

・ひとり暮らし高齢者への訪問等を行う⺠生委員の
活動を支援する。
・地区⺠児協会⻑会を実施し、行政・社協からの連
絡や各地区の活動状況について情報共有を行う。

社会福祉課

32
社会福祉協議会との連
携

社会福祉協議会との連携を強化し、その活動を支援
することで、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世
帯、認知症高齢者などを対象とした見守り支援、生
活支援に取り組む。

社会福祉課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

31
地域の支え合いの担い
手養成

・第1 層・第2 層協議体と連携し、普及啓発や地域
支え合いサポーター等の養成と活動支援に取り組
む。

地域包括支
援担当

評価
評価指標（単位） 

30 協議体活動の充実

・生活支援コーディネーター等との連携を強化す
る。
・区⻑や⺠生委員等各地区の関係者、専門職、関係
機関に協力する。
・NPO 法人、ボランティア団体、⺠間事業者など地
域のさまざまな活動主体と連携する。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応
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③世代間交流の促進（P.49）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

「心豊かな地域づくりのための懇談会」
への60歳未満の参加割合

％ 15 16 17 18

世代間交流の機会となる公⺠館と地域の
共催事業の実施回数

回 133 150 150 150

総合的な学習の時間の探究課題として福
祉を取り上げている学校の割合

％ 58 58 58 58

（４）在宅生活を支える支援
①在宅福祉サービス（P.50-51）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

申請台数 台 480 480 480 480

申請台数 台 40 40 40 40

― ― ― ― ― ―

38 介護SOS サービス
家族や介護者の介護負担の軽減や介護が原因による
離職を防止するため、24 時間365 日対応の専用ダイ
ヤルを設け、ヘルパー派遣と宿泊先の手配を行う。

地域包括支
援担当

37
はいかい高齢者救援シ
ステム

認知症による徘徊行動がみられる高齢者を介護する
家族等にGPS 機器を無料で貸し出し、高齢者がGPS
機器を⾝につけることで、早期発見につなげる。

介護保険課

評価
評価指標（単位） 

36
高齢者等あんしん見守
りシステム

ひとり暮らし高齢者等の世帯に対し、緊急通報装置
及び安否確認センサーを設置し、高齢者の見守り体
制を強化する。

介護保険課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

中央公⺠館

社会教育課

35 交流の機会の創出
各種教室や懇談会等の機会を通じて世代間の交流を
図り、住⺠同⼠の結びつきや地域における支え合い
の機運の醸成、新たな担い手の育成に取り組む。

こども家庭
課

学校教育課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 
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― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

45
はりきゅうマッサージ
施術費用助成事業

高齢者の健康管理の一環として、はり・きゅうにつ
いては60 歳以上の人、マッサージについては70 歳
以上で非課税世帯の人を対象に費用の一部を助成す
る。

介護保険課

44
日常生活用具給付等
サービス

疾病等で日常生活に不安のあるひとり暮らし高齢者
等に対し、在宅での生活を維持できるように、火災
警報器や福祉電話を提供し、安全の確保や不安を軽
減する。

介護保険課

43 おむつ給付等サービス
在宅でねたきりや認知症等によりおむつでの排せつ
を主とする高齢者等に対し、無料でおむつ（紙おむ
つ、パッドやリハビリパンツなど）を配達する。

介護保険課

42 出張理美容サービス
ねたきり等で理美容店に行くことが困難な高齢者等
に対し、理美容師が⾃宅を訪問し、無料で理美容
サービスを行う。

介護保険課

41 布団丸洗いサービス

ねたきり等で失禁があり、家族等による寝具の衛生
管理が困難な高齢者に対し、無料で掛布団（羽毛布
団を含む）、敷布団、マットレス、毛布、肌掛や枕
の丸洗いサービスを行う。

介護保険課

40 布団乾燥消毒サービス

疾病等で寝具を⾃力で干すことが困難で、家族等に
よる寝具の衛生管理が困難な高齢者等に対し、無料
で寝具乾燥の専用車両による布団等の乾燥消毒サー
ビスを行う。

介護保険課

39 高齢者配食サービス
⾃ら調理をすることが困難であり、食事について援
助を受けられない高齢者で、低栄養の改善や見守り
が必要な人に対し、食事を配達する。

地域包括支
援担当
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②その他生活支援サービス（P.51-52）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

高齢者等の利用状況割合 ％ ―
前年比
１％増

前年比
１％増

前年比
１％増

利用世帯数 世帯 ― 800 900 1,000

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

延べ利用者数 人 368 450 500 550

52 高齢者等生活支援事業
「ちょこっと助け隊」が庭掃除や電球の交換などを
行う事業。実施主体である高崎市シルバー人材セン

ターと連携して支援に取り組む。

⻑寿企画担
当

51
高齢者向け買い物支援
タクシーチケット交付
事業

買い物困難地域に住む高齢者の買い物支援を行う町
内会に対してタクシーチケットを交付し、取り組み
を支援する。

⻑寿企画担
当

50 高齢者等買物代行事業
買い物が困難な高齢者等のため、ボランティアが買
い物を代行する事業。実施主体である高崎市社会福
祉協議会と連携して支援に取り組む。

⻑寿企画担
当

49
倉渕地域高齢者買い物
支援事業

倉渕地域の高齢者を乗り合いにより送迎する運送
サービス（交通空白地有償運送）。実施主体である
高崎市社会福祉協議会と連携して支援に取り組む。

⻑寿企画担
当

48
高齢者の見守りを兼ね
た移動販売事業

日常的な買い物に困っている高齢者を支援するた
め、移動販売時に高齢者の見守り活動を行う事業者
に対して助成を行う。

⻑寿企画担
当

47
高齢者等ごみ出し支援
事業（高齢者ごみ出し
SOS）

ごみ出しが困難な世帯からの利用申請を受け付け、
週１回、委託業者が利用者宅を訪問してごみの収集
を行う。

一般廃棄物
対策課

46
おとしよりぐるりんタ
クシー運行事業

公共交通機関がない地域やあっても利用がしづらい
地域の高齢者等の移動手段確保のため、ルート上で
あれば⾃由に乗り降りが可能な「おとしよりぐるり
んタクシー」を運行する。

⻑寿企画担
当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 
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（５）介護予防・生活支援サービス事業の充実（P.53）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

（６）住まいの確保と住環境の整備（P.54-55）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

57 老人福祉施設等の確保
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス
の各施設で、必要な人に対し、一定期間の住居等の
提供や入居措置を行う。

福祉施設担
当

56
質の高い有料老人ホー
ムの確保

・有料老人ホームの利用者保護が徹底されるよう、
事業者に対する指導を行う。
・適正な運営により質の向上が図れるよう、事業者
へ働きかけを行う。
・未届の事業者に届出の勧奨を行う。

福祉施設担
当

55
サービス付き高齢者向
け住宅の適正な普及

・事業者よりサービス付き高齢者向け住宅の登録の
申請があった際は、法令や計画に基づき適切な事務
を行う。
・適正なサービス提供や運営が確保されるよう、事
業者への指導監督を行う。

建築住宅課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

54
サービス単価・利用者
負担額の設定

・介護報酬改定等の状況に合わせ、必要に応じて総
合事業のサービス単価の見直しを行う。
・新しいサービスを創出する際は、他の介護保険
サービスの単価との均衡等を勘案してサービス単価
及び利用者負担額を適切に設定する。

地域包括支
援担当

評価
評価指標（単位） 

53
訪問型・通所型サービ
ス等

・訪問型・通所型サービスが適正に提供されるよう
ケアマネジャー等との連携を図る。
・新しいサービスについて、協議体や地域別課題検
討会議等で検討・提案された地域住⺠からの意見等
を踏まえ、検討する。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応
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― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

（７）公共交通の整備・交通安全対策の推進
①交通手段の確保（P.56）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

敬老割引補助金額 千円 9,669 10,000 10,000 10,000

補助車両数 台 ― 10 10 10

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

市⺠の声アンケートにおける 【高崎市
の印象】のうち「バスなどの公共交通が
利用しやすい」について「そう思う」
「どちらかと言うとそう思う」の割合

％ 23.2 24 26 28
65 駅バリアフリー化事業

駅のバリアフリー化のため、エレベーターやスロー
プ、多目的トイレ等の設置を進める。

都市計画課

64 豊岡新駅設置事業
JR 信越本線北高崎駅と群馬八幡駅間の新駅設置の取
り組みを進める。

都市計画課

63 福祉有償運送
事業所による適正な運送の遂行のため、福祉有償運
送運営協議会にて協議を行う。

障害福祉課

62
ユニバーサルデザイン
タクシーの導入補助

タクシー事業者に対してユニバーサルデザインタク
シーの導入補助を行う。

地域交通課

61
高齢者や運転免許証⾃
主返納者に対する支援

・敬老バスカードを販売する。
・運転経歴証明書の提示による⾃主返納者等専用半
額回数券の販売や半額減免を行う。

地域交通課

評価
評価指標（単位） 

60
おとしよりぐるりんタ
クシー運行事業【再
掲】

―
(No.46と同じ)

⻑寿企画担
当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

59 市営住宅の高齢者対応
高齢者等あんしん見守りシステムや生活支援サービ
スなど、福祉施策との連携を図る。

建築住宅課

58
高齢者住宅のバリアフ
リー化

高齢者が安全で安心な生活を送るため、住宅改良相
談員の派遣や住宅改造に伴う費用の助成について周
知する。

介護保険課
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②交通安全対策の推進（P.57）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

高齢者交通安全教室の実施 回 24 30 30 30

交通安全啓発チラシの配布 部 1,000 1,000 1,000 1,000

（８）災害や感染症に対する体制の整備
①災害に対する体制整備（P.58）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

名簿への登載同意率 ％ 36.8 37.2 37.4 37.6

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

福祉施設担
当

70 事業所への周知・啓発
介護サービス事業所に対して、必要となる計画の策
定や避難訓練の実施等についての周知・啓発に努
め、支援を実施する。

防災安全課

69
福祉避難所の確保と運
営

・福祉避難所の選定に取り組む。
・福祉避難所への確実な誘導や人材確保を含めた運
営について検討する。

防災安全課

防災安全課

評価
評価指標（単位） 

68
避難行動要支援者名簿
の作成と活用

・避難行動要支援者名簿を避難支援のための基礎資
料として作成し、地域の関係者等へ提供する。
・地域における活用の取り組みを支援する。

社会福祉課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

67
運転免許証⾃主返納奨
励制度の推進

・運転に不安のある高齢ドライバーの運転免許証⾃
主返納促進のための周知を行う。
・⾃主返納者等に対するサポート制度の充実に取り
組む。

地域交通課

66
高齢者向け交通安全教
室の実施

警察や交通安全協会、地域住⺠などと連携し、交通
安全教室等を開催する。

地域交通課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 
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②感染症に対する体制整備（P.58）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

【施策】2 在宅医療・介護連携の推進
（１）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築（P.60）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

多職種による検討会議等の開催数 回 1 1 1 1

相談窓口数 箇所 2 2 2 2

開催回数 回 0 1 1 1

― ― ― ― ― ―

76
医療・介護関係者の研
修

・地域の医療・介護関係者の連携を推進するため、
多職種でのグループワーク等の研修を行う。
・必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する
研修会の開催、介護関係者に医療に関する研修会等
を行う。

地域包括支
援担当

75
医療・介護関係者の情
報共有の支援

在宅での療養や看取り、入退院時等に活用する医
療・介護関係者のための情報共有に関する手引きの
活用状況を把握し、連携の課題の抽出と対応策の検
討を行う。

地域包括支
援担当

74
在宅医療・介護関係者
に関する相談支援

在宅医療・介護連携の相談窓口として医療介護連携
相談センターを2 箇所設置し、地域の医療・介護関
係者や高齢者あんしんセンターからの相談を受け、
連携調整、情報提供等により、その対応を支援す
る。

地域包括支
援担当

評価
評価指標（単位） 

73
現状分析・課題抽出・
施策⽴案

医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、切れ
目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
のため、現状の把握と課題の抽出、対応策等を検討
する。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

72
事業者間による代替人
員の配置のための体制
整備

・県や事業者と連携し、感染症発生時における事業
者間の代替人員の配置体制を整備する。
・その他介護サービスの継続や利用者の受け入れ先
確保に取り組む。

福祉施設担
当

71
物資の備蓄と供給体制
の整備

・感染症対策に必要となる消毒液や防護具等の物資
について、平時より備蓄を行う。
・感染症発生時に備えた必要な供給体制の整備に取
り組む。

保健医療総
務課/
福祉施設担
当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 
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（2）地域住⺠への普及啓発（P.61）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

医療・介護連携フェスティバルの開催回
数

回 1 1 1 1

【施策】3 認知症施策の推進
（1）普及啓発・本人発信支援（P.63）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

認知症サポーター養成数 人 2,081 2,000 2,000 2,000

オレンジガイドブック配布数 冊 5,000 1,500 1,500 1,500

本人ミーティング開催数 回 0 1 1 1

80
認知症の人本人からの
発信支援

・「認知症とともに生きる希望宣言」、「本人に
とってのよりよい暮らしガイド」、「本人座談会
（DVD）」や介護者家族の声を集めた「こころのこ
え」等を広く周知し、認知症の人やその家族の声を
積極的に発信する。
・認知症の人本人が本人同⼠で話し合う「本人ミー
ティング」の取り組みの普及を図る。

地域包括支
援担当

79 相談先の周知
認知症ケアパスや「オレンジガイドブック」を活用
した受診先や相談先を周知する。

地域包括支
援担当

評価
評価指標（単位） 

78
認知症に関する理解促
進

・地域や職域、学校教育等における認知症サポー
ターの養成を行う。
・講座を終了し地域で活動する意思のある人に、オ
レンジサポーター養成研修を開催する。
・「認知症の人の日常生活・社会生活における意思
決定ガイドライン」のの普及を図る。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

77 普及啓発の実施
在宅医療・介護に関する情報の発信と理解を促すた
めの講演会やフェスティバル等を開催する。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 
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（2）予防（P.64）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

認知症カフェ運営者交流会開催数 回 1 1 1 1

（3）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援（P.65）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

認知症初期中支援チーム対応件数 件 18 20 25 30

（4）認知症バリアフリー・若年性認知症の人への支援・社会参加支援（P.66）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

バスツアー参加者数 人 108 140 140 140

83
ふれあい・交流 農業体
験バスツアー

社会参加のきっかけづくりとして、「ふれあい・交
流農業体験バスツアー」などで地域とのつながりや
人との交流を支援する。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

評価
評価指標（単位） 

82
早期発見・早期対応、
地域連携の充実

・認知症初期集中支援チームの支援の充実や認知症
地域支援推進員の活動促進、認知症サポート医によ
る症状と治療についての認知症相談など、早期診
断・早期対応体制の強化や地域での生活を支える介
護サービス・医療サービス等の情報提供を行い、必
要なサービスにつながるよう支援する。
・認知症カフェや介護者のつどい等の既存の活動や
地域の⺠間部門、かかりつけ医や認知症疾患医療セ
ンター、地域密着型サービス事業所、認知症の人と
家族の会等の関係機関と連携し、日常生活支援や家
族支援を行う。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

81 「通いの場」の拡充

・認知症カフェや高齢者が⾝近に参加できる「通い
の場」とともに、認知症の人だけでなく一般住⺠や
高齢者全般を対象に整備されている社会参加活動・
学習等の活動の場などの活用について周知する。
・認知症カフェ運営者が交流を図れる機会等を設
け、その取り組みを拡充する。
・認知症カフェで健康相談等が行えるよう⾝近な地
域の専門職と連携を図る。

地域包括支
援担当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 
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チームオレンジ設置数 数 15 15 15 15

ハンドブックの配布数 冊 75 100 100 100

【基本方針】Ⅲ 持続可能で質の高い介護サービスを提供していくために
【施策】1 介護サービス基盤の整備
（1）在宅サービスの充実（P.68）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

リハビリテーションサービス（訪問・通
所）の提供事業所数

箇所 52 52 52 52

― ― ― ― ― ―

（2）施設・居住系サービスの整備（P.69）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

90
特定施設入居者生活介
護の整備

多様な施設整備が進むことで、入所できる施設の選
択の幅が広がることから、介護付き有料老人ホーム
など特定施設入居者生活介護の整備を行う。

福祉施設担
当

89
認知症高齢者グループ
ホームの整備

認知症高齢者の増加が見込まれるため、認知症高齢
者グループホームの整備を行う。

福祉施設担
当

88 介護保険施設の整備
高齢者の増加が見込まれるため、必要な特別養護老
人ホームや介護老人保健施設、介護医療院の施設整
備を行う。

福祉施設担
当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

87
在宅医療・介護サービ
ス拠点の整備

在宅支援サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護
看護）や地域密着型サービス（小規模多機能型居宅
介護や看護小規模多機能型居宅介護）の事業参入を
促進する。

福祉施設担
当

評価
評価指標（単位） 

86
リハビリテーション提
供体制の充実

事業所への周知・啓発等による訪問リハビリテー
ションや通所リハビリテーション等の提供体制の充
実を図る。

福祉施設担
当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

85
若年性認知症の人への
支援

・若年性認知症支援者ハンドブックの配布や専門相
談窓口の周知を図る。
・若年性認知症支援コーディネーターと連携した支
援を行う。

地域包括支
援担当

84 地域支援体制の強化
オレンジサポーター等が支援チームを作り、認知症
の人やその家族のニーズに合った具体的な支援につ
なげる仕組み『チームオレンジ』の構築を進める。

地域包括支
援担当
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【施策】2 介護給付等サービスの充実・強化
（1）介護サービスの質の向上（P.71）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

研修会開催数 回 22 30 30 30

― ― ― ― ― ―

（2）介護サービス利用者・介護者への支援（P.72）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

ホームページ更新回数 回 12 12 12 12

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

96
短期入所サービス費助
成金の支給

居宅サービス費の支給限度額を超えてサービスを利
用する必要のある人を支援するため、介護度等に応
じた日数の範囲内で、短期入所サービス（短期入所
生活介護、短期入所療養介護等）費助成金を支給す
る。

介護保険課

95 低所得者等への支援

・市独⾃の制度として、低所得者へ介護保険サービ
ス利用額の一部を助成する。
・災害等で財産を著しく損失した場合や業務の休廃
止等により著しく収入が減少した場合、介護保険料
の減免を行う。

介護保険課

94
介護サービス等に関す
る情報の提供

・「介護保険利用の手引き」を配布する。
・市内の介護サービス事業所一覧の作成する。
・広報高崎や市ホームページにより広報啓発を行
う。

介護保険課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

93
運営推進会議への取り
組み

市（⻑寿社会課）や高齢者あんしんセンターの職員
が地域密着型サービス事業所の開催する運営推進会
議に参加し、必要な助言や情報提供、意見交換を行
う。

福祉施設担
当

92
ケアマネジャーの質の
向上

・ケアマネジャーを対象とした、あんしんセンター
主催の研修会を実施する。
・処遇困難ケースにおいて、相談支援や地域ケア会
議等を活用する。

地域包括支
援担当

評価
評価指標（単位） 

91
軽度者における施設入
所

要介護１ または２ の人からの申し込みがあった場合
は、申込者等の状況に応じて、適切な意見を施設に
伝達する。

介護保険課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応
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― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

（3）指導体制の充実（P.73）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

定期実地指導 件 292 270 270 270

（4）介護給付の適正化の推進（P.74）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

委託調査員受講率 ％ 23 25 27 30

事業所数 箇所 42 42 42 42

101 ケアプラン点検の強化

高崎市ケアプラン適正化事業実施計画に基づき、利
用者本位でない不適切なサービス提供を行っている
疑いのある事業所を中心に、重点的な点検・指導を
行う。

介護保険課

評価
評価指標（単位） 

100 要介護認定の適正化
・国のオンライン認定調査員研修の周知と受講支援
を行う。
・審査結果の分析と情報提供を行う。

介護保険課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

99
介護サービス事業所等
への指導監査

・法令に基づく定期的な実地指導や集団指導を実施
する。
・事業者による指定基準違反や虐待が発覚した場合
は、関係部署と連携し、指定取消しを含む行政処分
や再発防止に向けた改善勧告・改善命令等を行う。

指導監査課

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

98 苦情解決体制の充実

・県や国⺠健康保険団体連合会と連携し、解決に向
けた対応を行う。
・法令違反や不正などが明らかとなった場合には、
必要な改善指導を行う。

福祉施設担
当/介護保険
課/指導監査
課

地域包括支
援担当

97 介護者支援の充実

・在宅で中重度の要介護者を一定期間介護した場
合、家族などの介護者に対して「在宅寝たきり高齢
者等介護慰労手当」を支給する。
・介護者の介護知識の取得のため「おむつのあて方
講習会」を開催する。
・介護者の孤⽴を防ぐための各種相談窓口や「介護
者のつどい」などを周知・啓発する。

介護保険課
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― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

発送回数 回 12 2 2 2

【施策】3 介護人材の確保と介護現場の革新のための支援
（1）介護人材の確保のための支援（P.76）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

研修会等の開催回数 回 ― 2 2 2

やるベンチャーウィークにおいて介護事
業所等で福祉活動体験を行っている中学
校の割合

％ 92 92 92 92

― ― ― ― ― ―

（2）介護現場の革新のための支援（P.77）

R1(実績) R3(目標) R4(目標) R5(目標) R3 R4 R5 総合

― ― ― ― ― ―

評価
評価指標（単位） 

108
介護ロボットやICT の
導入支援

介護の質は維持しながら介護職員の⾝体的・精神的
負担を軽減し、効率的な介護サービスの提供ができ
るよう、事業所が行う施設の大規模修繕を条件とし
て、同じ時期に導入する介護ロボットやICT への助
成を行う。

福祉施設担
当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応

107 制度周知と活用支援
国・県の助成制度や関係団体等の取り組みについて
周知・協力することで、事業所の人材確保の取り組
みを支援する。

⻑寿企画担
当

106
若い世代への職業意識
の醸成

市内の中学生による介護事業所等への福祉活動体験
（やるベンチャーウィーク）を通じて、若い世代の
介護職に対する職業意識の向上に努める。

学校教育課

105 参入促進の支援

介護人材のすそ野を広げるため、元気高齢者や子育
てを終えた市⺠等これまでに介護の知識や経験がな
かった人を対象とする参入促進の支援などに取り組
む。

⻑寿企画担
当

No. 取組名 取組内容 担当
R３実施内容・実績 R３課題と対応 評価
評価指標（単位） 

104
給付費に関する通知の
送付

適正な介護サービスの利用を促進するため、利用者
やその家族に対して介護保険給付費に関する明細書
を定期的に送付する。

介護保険課

103
医療情報との突合と縦
覧点検の実施

訪問介護、通所介護等の現物給付の介護サービスに
ついて、国保連合会介護給付適正化システム等を活
用し、医療情報との突合や縦覧点検を行う。

介護保険課

102
住宅改修や福祉装具の
点検の実施

申請時の書面審査に加え、実地による確認や利用状
況の調査などを行う。

介護保険課
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― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

110 情報発信と活用支援
国・県の助成制度や先駆的なモデル事業所の取り組
みなどの周知により、事業所の業務効率化を支援す
る。

⻑寿企画課

指導監査課

109 文書負担軽減の推進
介護現場の業務効率化を図るため、国の示す方針に
基づく個々の申請様式・添付書類や手続きに関する
簡素化等の取り組みを進める。

福祉施設担
当
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令和２年度要介護認定者数等の推移について R3.7.29 資料3

＜高齢者人口と要介護認定者数の推移＞

項目 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

※要介護認定率：　要介護認定者数÷高齢者人口

※（　）内は第8期計画推計値（「高崎市高齢者あんしんプラン」P78）

※数値に関しては２号被保険者を対象外とする

＜区分別要介護認定者数の推移＞ 【単位：人】
区分 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

要支援１ 1,466 1,430 1,479 (1,453) (1,487) (1,519)
要支援２ 1,860 1,884 1,975 (1,976) (2,003) (2,040) ※（　）内は第８期計画推計値（「高崎市高齢者あんしんプラン」P.78）

要介護１ 4,045 4,139 4,323 (4,363) (4,546) (4,670)
要介護２ 2,992 3,074 3,105 (3,134) (3,211) (3,283)
要介護３ 2,321 2,489 2,550 (2,620) (2,728) (2,815) 【単位：人】
要介護４ 2,510 2,463 2,577 (2,525) (2,562) (2,618) 令和元年度 令和2年度 増減
要介護５ 1,709 1,710 1,631 (1,755) (1,789) (1,835) 1,562 1,524 -38
要支援計 3,326 3,314 3,454 (3,429) (3,490) (3,559) 3,314 3,454 140
要介護計 13,577 13,875 14,186 (14,397) (14,836) (15,221) 13,875 14,186 311

合計 16,903 17,189 17,640 (17,826) (18,326) (18,780) 18,751 19,164 413

＜令和２年度　区分別要介護認定者数の推移(月別）＞ 【単位：人】
区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

要支援１ 1,428 1,404 1,399 1,404 1,407 1,415 1,431 1,452 1,460 1,473 1,464 1,479
要支援２ 1,883 1,885 1,890 1,907 1,935 1,947 1,953 1,936 1,949 1,957 1,967 1,975
要介護１ 4,150 4,137 4,138 4,167 4,199 4,220 4,241 4,273 4,301 4,298 4,310 4,323
要介護２ 3,056 3,049 3,040 3,056 3,052 3,052 3,069 3,086 3,087 3,098 3,119 3,105
要介護３ 2,499 2,476 2,501 2,503 2,529 2,534 2,531 2,539 2,532 2,525 2,526 2,550
要介護４ 2,475 2,474 2,483 2,484 2,506 2,515 2,525 2,567 2,544 2,548 2,585 2,577
要介護５ 1,725 1,733 1,745 1,742 1,753 1,736 1,737 1,698 1,672 1,646 1,638 1,631
要支援計 3,311 3,289 3,289 3,311 3,342 3,362 3,384 3,388 3,409 3,430 3,431 3,454
要介護計 13,905 13,869 13,907 13,952 14,039 14,057 14,103 14,163 14,136 14,115 14,178 14,186

合計 17,216 17,158 17,196 17,263 17,381 17,419 17,487 17,551 17,545 17,545 17,609 17,640

＜令和２年度　総合事業対象者数の推移(月別）＞ 【単位：人】
区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

総合事業対象者 1,507 1,500 1,485 1,495 1,520 1,542 1,552 1,555 1,539 1,534 1,531 1,524

【単位：人、％】

合計

（17.9%）

＜要介護認定者数及び総合事業対象者数（R元・R2年度比較）＞

区分
総合事業対象者

要支援計
要介護計

(104,572)
※高齢者人口：介護保険事業状況報告の第１号被保険者数（各年度3月31日現在）

※要介護認定者数：介護保険事業状況報告の要介護認定者数及び

　 要支援認定者数の総数（各年度3月31日現在）

※要介護認定者数：介護保険事業状況報告の要介護認定者数及び

　 要支援認定者数の総数（各年度3月31日現在）

要介護認定率 16.5% 16.7% 16.9% （17.1%）

第1回　介護保険運営協議会

（17.5%）

(104,952)

要介護認定者数 16,903 17,189 17,640 (17,826) (18,326) (18,780)

高齢者人口
＜６５歳以上＞

102,160 103,096 104,079 (104,188)



資料4

令和２年度介護サービス事業所の指定状況について

新規 再開 休止 廃止

訪問介護 74 73 ▲ 1 2 3

訪問入浴介護 3 3 0

訪問看護 86 90 4 7 2 1

訪問リハビリテーション 27 28 1 1

居宅療養管理指導 362 373 11 18 7

通所介護 113 113 0 1 1 2

通所リハビリテーション 34 35 1 1

短期入所生活介護 61 60 ▲ 1 1

短期入所療養介護 22 22 0 1 1

特定施設入居者生活介護 20 22 2 2

福祉用具貸与 17 18 1 1

特定福祉用具販売 18 19 1 1

837 856 19 35 1 3 14

認知症対応型通所介護 21 20 ▲ 1 1

地域密着型通所介護 56 55 ▲ 1 2 1 2

小規模多機能型居宅介護 23 23 0

認知症対応型共同生活介護 57 58 1 2 1

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 5 6 1 1

看護小規模多機能型居宅介護 4 3 ▲ 1 1

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護

28 29 1 1

194 194 0 6 0 2 4

居宅介護支援 124 125 1 5 0 2 2

介護老人福祉施設 29 29 0

介護老人保健施設 21 21 0

介護医療院 0 1 1 1

介護療養型医療施設 1 0 ▲ 1 1

51 51 0 1 0 0 1

介護予防訪問入浴介護 3 3 0

介護予防訪問看護 86 90 4 7 2 1

介護予防訪問リハビリテーション 26 27 1 1

介護予防居宅療養管理指導 347 359 12 19 7

介護予防通所リハビリテーション 34 35 1 1

介護予防短期入所生活介護 58 57 ▲ 1 1

介護予防短期入所療養介護 22 22 0 1 1

介護予防特定施設入居者生活介護 19 21 2 2

介護予防福祉用具貸与 17 18 1 1

特定介護予防福祉用具販売 18 19 1 1

630 651 21 33 0 3 9

介護予防認知症対応型通所介護 20 19 ▲ 1 1

介護予防小規模多機能型居宅介護 11 11 0

介護予防認知症対応型共同生活介護 55 56 1 2 1

86 86 0 2 0 1 1

介護予防支援 30 30 0 0 0 0 0

介護予防通所介護相当サービス 132 131 ▲ 1 2 1 1 3

介護予防訪問介護相当サービス 58 58 0 2 2

190 189 ▲ 1 4 1 1 5

2,142 2,182 40 86 2 12 36

総
合
事
業

地
域
密
着
型

介
護
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総計
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域
密
着
型

施
設

介
護
予
防

居
宅
介
護
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事業所数
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の増減

増減の内訳



R3.7.29 資料5

(単位：円） (単位：円） (単位：円） (単位：円）

計画値
 (A)

決算見込
 (B)

対計画比
（決算見込／計画値）

 (B)／(A)

前年度決算額
（C）

増減額（対前年度比）
（B)－（C)

増減率（対前年度比）
（B)／（C)

計画値
 (A)

決算見込
 (B)

対計画比
（決算見込／計画値）

 (B)／(A)

前年度決算額
（C）

増減額（対前年度比）
（B)－（C)

増減率（対前年度比）
（B)／（C)

12,639,817,000 12,113,352,865 95.8% 11,700,103,323 413,249,542 103.5% 1,163,384,913 977,238,367 84.0% 1,046,227,533 ▲ 68,989,166 93.4%

訪問介護 1,409,745,000 1,322,556,424 93.8% 1,309,865,152 12,691,272 101.0% 訪問型サービス 275,591,304 - 278,353,620 ▲ 2,762,316 99.0%

訪問入浴介護 109,682,000 87,327,151 79.6% 86,454,444 872,707 101.0% 通所型サービス 604,001,333 - 647,930,962 ▲ 43,929,629 93.2%

訪問看護 684,326,000 629,374,022 92.0% 577,536,233 51,837,789 109.0% その他生活支援サービス - - - - -

訪問リハビリテーション 133,347,000 143,027,688 107.3% 134,098,877 8,928,811 106.7% 介護予防ケアマネジメント 89,578,437 - 95,012,782 ▲ 5,434,345 94.3%

居宅療養管理指導 179,209,000 205,635,497 114.7% 196,759,535 8,875,962 104.5% 審査支払手数料 2,928,464 - 3,109,456 ▲ 180,992 94.2%

通所介護 5,394,287,000 5,326,071,900 98.7% 5,168,034,404 158,037,496 103.1% 高額介護予防サービス費相当事業等 3,155,713 - 4,234,752 ▲ 1,079,039 74.5%

通所リハビリテーション 1,263,554,000 914,815,255 72.4% 973,226,860 ▲ 58,411,605 94.0% 一般介護予防事業 1,983,116 - 17,585,961 ▲ 15,602,845 11.3%

短期入所生活介護 1,290,463,000 1,327,154,574 102.8% 1,279,247,037 47,907,537 103.7% 675,824,331 631,643,726 93.5% 607,582,267 24,061,459 104.0%

短期入所療養介護（老健） 200,219,000 139,263,571 69.6% 175,254,562 ▲ 35,990,991 79.5% 地域包括支援センターの運営 598,062,999 － 573,371,307 24,691,692 104.3%

短期入所療養介護（病院等） 0 88,074 - 0 88,074 - 生活支援体制整備事業 4,302,636 - 2,871,086 1,431,550 149.9%

特定施設入居者生活介護 1,270,798,000 1,285,012,757 101.1% 1,110,533,046 174,479,711 115.7% 在宅医療・介護連携推進事業 23,258,290 - 23,240,500 17,790 100.1%

福祉用具貸与 704,187,000 733,025,952 104.1% 689,093,173 43,932,779 106.4% 認知症施策推進事業 6,019,801 - 7,779,574 ▲ 1,759,773 77.4%

7,920,013,000 7,497,968,375 94.7% 7,297,775,582 200,192,793 102.7% 地域ケア会議推進事業 0 - 319,800 ▲ 319,800 0.0%

夜間対応型訪問介護 0 0 － 0 0 - 94,824,664 71,546,690 75.5% 76,785,778 ▲ 5,239,088 93.2%

認知症対応型通所介護 393,889,000 231,588,604 58.8% 293,313,438 ▲ 61,724,834 79.0% 介護給付費等費用適正化事業 1,675,240 － 1,576,548 98,692 106.3%

小規模多機能型居宅介護 1,576,804,000 1,406,966,315 89.2% 1,350,808,256 56,158,059 104.2% その他の事業 69,871,450 - 75,209,230 ▲ 5,337,780 92.9%

認知症対応型共同生活介護 1,955,174,000 1,847,220,947 94.5% 1,833,662,927 13,558,020 100.7%

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 － 0 0 - 1,934,033,908 1,680,428,783 86.9% 1,730,595,578 ▲ 50,166,795 97.1%

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 2,350,189,000 2,431,931,886 103.5% 2,265,638,087 166,293,799 107.3%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 192,566,000 277,874,086 144.3% 238,065,186 39,808,900 116.7%

看護小規模多機能居宅介護（複合型サービス） 311,772,000 310,719,996 99.7% 309,146,782 1,573,214 100.5%

地域密着型通所介護 1,139,619,000 991,666,541 87.0% 1,007,140,906 ▲ 15,474,365 98.5%

9,370,025,000 8,579,417,226 91.6% 8,334,714,282 244,702,944 102.9%

介護老人福祉施設 4,788,425,000 4,234,398,055 88.4% 4,063,716,783 170,681,272 104.2%

介護老人保健施設 4,367,827,000 4,182,875,078 95.8% 4,137,968,475 44,906,603 101.1%

介護医療院 91,350,000 109,612,544 - 62,763,002 46,849,542 -

介護療養型医療施設 122,423,000 52,531,549 42.9% 70,266,022 ▲ 17,734,473 74.8%

20,466,000 21,062,332 102.9% 17,376,640 3,685,692 121.2%

89,966,000 75,629,958 84.1% 74,278,188 1,351,770 101.8%

1,275,584,000 1,382,881,890 108.4% 1,349,282,528 33,599,362 102.5%

429,323,000 453,742,988 105.7% 461,439,019 ▲ 7,696,031 98.3%

介護予防訪問入浴介護 61,000 31,847 52.2% 26,092 5,755 122.1%

介護予防訪問看護 47,320,000 65,506,421 138.4% 62,699,111 2,807,310 104.5%

介護予防訪問リハビリテーション 19,874,000 29,057,768 146.2% 25,571,803 3,485,965 113.6%

介護予防居宅療養管理指導 7,456,000 6,758,216 90.6% 7,050,587 ▲ 292,371 95.9%

介護予防通所介護 0 ▲ 53,240 － ▲ 49,126 ▲ 4,114 108.4%

介護予防通所リハビリテーション 229,051,000 200,964,287 87.7% 227,063,206 ▲ 26,098,919 88.5%

介護予防短期入所生活介護 12,179,000 8,852,079 72.7% 11,823,307 ▲ 2,971,228 74.9%

介護予防短期入所療養介護（老健） 1,240,000 1,143,817 92.2% 1,339,451 ▲ 195,634 85.4%

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 - 0 0 -

介護予防特定施設入居者生活介護 48,844,000 51,280,255 105.0% 48,114,053 3,166,202 106.6%

介護予防福祉用具貸与 63,298,000 90,201,538 142.5% 77,800,535 12,401,003 115.9%

27,022,000 16,811,518 62.2% 19,172,887 ▲ 2,361,369 87.7%

介護予防認知症対応型通所介護 1,999,000 1,522,968 76.2% 2,720,760 ▲ 1,197,792 56.0%

介護予防小規模多機能型居宅介護 22,581,000 15,146,578 67.1% 13,395,855 1,750,723 113.1%

介護予防認知症対応型共同生活介護 2,442,000 141,972 5.8% 3,056,272 ▲ 2,914,300 4.6%

6,349,000 5,481,179 86.3% 5,304,155 177,024 103.3%

47,519,000 36,745,591 77.3% 38,282,044 ▲ 1,536,453 96.0%

96,647,000 97,104,488 100.5% 94,417,318 2,687,170 102.8%

23,572,024 24,689,056 104.7% 24,492,104 196,952 100.8%

990,325,139 877,387,871 88.6% 812,680,855 64,707,016 108.0%

161,748,759 113,975,713 70.5% 98,998,782 14,976,931 115.1%

1,071,939,083 1,017,690,211 94.9% 999,891,159 17,799,052 101.8%

34,170,316,005 32,313,941,261 94.6% 31,328,208,866 985,732,395 103.1%

第１回　高崎市介護保険運営協議会

令和２年度介護給付費実績見込みについて 令和2年度地域支援事業費実績見込みについて

居宅介護サービス費 介護予防・日常生活支援総合事業費

任意事業

1,163,384,913

包括的支援事業費

675,824,331

地域密着型介護サービス費

94,824,664

合計

施設介護サービス費

居宅介護福祉用具購入費

合計

居宅介護サービス計画費

介護予防サービス費

地域密着型介護予防サービス費

介護予防福祉用具購入費

特定入所者介護サービス費等

介護予防サービス計画費

介護予防住宅改修費

居宅介護住宅改修費

審査支払手数料

高額介護サービス費等

高額医療合算介護サービス費



(単位：円） (単位：円）

計画数値 (A) 決算見込み (B) 比 (B)/(A) 計画数値 (A) 決算見込み (B) 比 (B)/(A)

36,702,423,000 35,119,411,147 95.7% 3,389,486,689 3,059,289,132 90.3%

22,528,580,000 21,685,205,485 96.3% 1,968,993,709 1,822,446,891 92.6%

27,292,549,000 25,109,819,878 92.0% 276,268,784 224,601,332 81.3%

60,166,000 56,938,443 94.6%

258,930,000 231,624,763 89.5% 5,634,749,182 5,106,337,355 90.6%

3,801,403,000 4,029,342,790 106.0%

1,241,745,000 1,346,755,479 108.5%

76,621,000 57,009,219 74.4% 104,279,162,120 98,939,070,154 94.9%

18,197,000 16,506,414 90.7%

135,966,000 116,790,895 85.9%

281,489,000 282,426,451 100.3%

70,018,312 72,885,120 104.1%

2,644,398,673 2,424,373,517 91.7%

408,864,919 309,577,127 75.7%

3,123,062,034 2,974,066,071 95.2%

98,644,412,938 93,832,732,799 95.1%

合計

第７期（平成30～令和２年度）介護給付費実績見込みについて 第７期（平成30～令和２年度）地域支援事業費実績見込みについて

総計

第７期

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業費

任意事業

介護予防サービス計画費

審査支払手数料

高額介護サービス費等

高額医療合算介護サービス費

特定入所者介護サービス費等

合計

居宅介護住宅改修費

居宅介護サービス計画費

介護予防サービス費

地域密着型介護予防サービス費

介護予防福祉用具購入費

介護予防住宅改修費

第７期

居宅介護サービス費

地域密着型介護サービス費

施設介護サービス費

居宅介護福祉用具購入費

第１回 介護保険運営協議会
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